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1. はじめに 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する

規則の解釈」（以下「設置許可基準規則の解釈」という。）等の一部改正に伴

い，標準応答スペクトルに基づき策定した地震動として，基準地震動（以下

「ＳＳ－３２」という。）を追加した。 

本資料では，ＳＳ－３２追加に対する設計方針及び基準適合性について説明

する。 

  

3



 

2 

2. 改正規則等への適合性について 

 2.1 改正規則等において追加された事項 

令和 3 年 4 月 21 日に設置許可基準規則の解釈等が一部改正され，基準

地震動評価について，震源を特定せず策定する地震動のうち全国共通に考

慮すべき地震動として，標準応答スペクトルを考慮した評価が新たに規制

に取り入れられた。具体的な改正箇所を第 2.1 表に示す。 

 

第 2.1 表 設置許可基準規則第４条の解釈（別記２） 

設置許可基準規則の解釈 

第４条（地震による損傷防止）別記２（抜粋） 
備考 

１～４ （略） 

 

５ 第４条第３項に規定する「基準地震動」は、 新の科学的・技術

的知見を踏まえ、敷地及び敷地周辺の地質・地質構造、地盤構造並

びに地震活動性等の地震学及び地震工学的見地から想定することが

適切なものとし、次の方針により策定すること。 

一 （略） 

二 （略） 

三 上記の「震源を特定せず策定する地震動」は、震源と活断層を

関連づけることが困難な過去の内陸地殻内の地震について得られ

た震源近傍における観測記録を基に、各種の不確かさを考慮して

敷地の地盤物性に応じた応答スペクトルを設定して策定するこ

と。 

なお、上記の「震源を特定せず策定する地震動」については、次

に示す方針により策定すること。 

①上記の「震源を特定せず策定する地震動」の策定に当たって

は、「全国共通に考慮すべき地震動」及び「地域性を考慮する

地震動」の２種類を検討対象とすること。 

②上記の「全国共通に考慮すべき地震動」の策定に当たっては、

震源近傍における観測記録を基に得られた次の知見をすべて用

いること。 

・２００４年北海道留萌支庁南部の地震において、防災科学技術

研究所が運用する全国強震観測網の港町観測点における観測記

録から推定した基盤地震動 

・震源近傍の多数の地震動記録に基づいて策定した地震基盤相当

面（地震基盤からの地盤増幅率が小さく地震動としては地震基

盤面と同等とみなすことができる地盤の解放面で、せん断波速

度Ｖｓ＝２２００ｍ／ｓ以上の地層をいう。）における標準的

解釈の変

更又は追

加箇所は

下線部分

及び破線

で囲んだ

部分 
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設置許可基準規則の解釈 

第４条（地震による損傷防止）別記２（抜粋） 
備考 

な応答スペクトル（以下「標準応答スペクトル」という。）と

して次の図に示すもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③上記の「地域性を考慮する地震動」の検討の結果、この地震動

を策定する場合にあっては、事前に活断層の存在が指摘されて

いなかった地域において発生し、地表付近に一部の痕跡が確認

された地震について、震源近傍における観測記録を用いるこ

と。 

④解放基盤表面までの地震波の伝播特性を必要に応じて応答スペ

クトルの設定に反映するとともに、設定された応答スペクトル

に対して、地震動の継続時間及び経時的変化等の特性を適切に

考慮すること。 

⑤上記の｢震源を特定せず策定する地震動｣について策定された基

準地震動の妥当性については、 新の科学的・技術的知見を踏

まえて個別に確認すること。 

四 （略） 

 

６～８ （略） 
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 2.2 改正規則等への適合性 

  2.2.1 標準応答スペクトルに係る事項 

設置許可基準規則の解釈別記２第４条第５項において，「震源を

特定せず策定する地震動」のうち「全国共通に考慮すべき地震動」

について，「標準応答スペクトル」を考慮することが追加要求され

た。 

本規則等改正を踏まえ，「基準地震動及び耐震設計方針に係る審

査ガイド」（以下「審査ガイド」という。）を参照し，以下の（1）

～（3）の事項も検討した上で，ＳＳ－３２を追加し，基準地震動 

ＳＳによる地震力に考慮する旨の内容を設置変更許可申請書本文及

び添付書類に追加しており，改正規則等に適合していると判断して

いる。 

（1）標準応答スペクトルは，Ｓ波速度 2200m／s 以上の地震基盤相

当面で定義されているため，標準応答スペクトルに適合する

模擬地震波を作成し，地震動評価により解放基盤表面におけ

る地震動として設定する。 

（2）解放基盤表面で設定した標準応答スペクトルに基づき策定し

た地震動は，一部周期帯で基準地震動ＳＳ－Ｄ１の応答スペク

トルを上回ることから，ＳＳ－３２として選定する。 

（3）ＳＳ－３２の模擬地震波は，それぞれの応答スペクトルに適合

する周波数―振幅特性に対し，異なる位相特性を用いた複数

の方法により検討を行った上で，一様乱数の位相をもつ正弦

波の重ね合わせによって作成した模擬地震波を採用する。 

 

  2.2.2 弾性設計用地震動に係る事項 
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既許可申請書における弾性設計用地震動Ｓｄについては，添付書

類八の「1.3.1.3（2）動的地震力」において，「弾性設計用地震動

Ｓｄは，基準地震動ＳＳとの応答スペクトルの比率が目安として 0.5

を下回らないよう基準地震動ＳＳに係数 0.5 を乗じて設定する。」と

記載している。この係数 0.5 は工学的判断により「発電用原子炉施

設に関する耐震設計審査指針（昭和 56 年 7 月 20 日原子力安全委員

会決定，平成 13 年 3 月 29 日一部改正）」における基準地震動Ｓ１の

応答スペクトルをおおむね下回らないように基準地震動ＳＳ－Ｄ１

を0.5倍することで弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｄ１を作成しているもの

であり，また，基準地震動ＳＳ－Ｄ１以外の基準地震動ＳＳについて

も同様の係数 0.5 を乗じて弾性設計用地震動Ｓｄを作成している。 

標準応答スペクトルを考慮した弾性設計用地震動Ｓｄ－３２は，

既許可申請書の設計方針に基づき，係数 0.5 を乗じて作成している。

この際，弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｄ１と同様に基準地震動Ｓ１をおお

むね下回らないよう配慮する。弾性設計用地震動Ｓｄ－３２と基準

地震動Ｓ１の比較図を第 2.2－1 図に示す。 

なお，設置変更許可申請書に記載の基準地震動ＳＳ及び弾性設計

用地震動Ｓｄの 大加速度は，少数点以下の値を四捨五入し整数値

として表記している。このため，整数値とした場合，弾性設計用地

震動Ｓｄ－３２の 大加速度については四捨五入の関係から，基準

地震動ＳＳ－３２に対して 0.5 を下回る表記となる場合もある。（第

2.2－1 表及び第 2.2－2 表参照） 

これより，地震応答解析に適用する 大加速度について，小数点

以下の有効桁までを同表の括弧内に併記し，弾性設計用地震動       

Ｓｄ－３２の 大加速度が基準地震動ＳＳ－３２の 大加速度に対し
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て比率 0.5 以上となることを確認した。 

なお，既許可申請書の許可済ＳＳにおいても，整数値とした場合，

弾性設計用地震動Ｓｄの 大加速度については，四捨五入の関係か

ら基準地震動ＳＳに対して 0.5 を下回る表記となる場合があったた

め，同様の確認を行っている。 

 

第 2.2－1 表 基準地震動ＳＳ－３２の 大加速度 

基準地震動ＳＳ 
大加速度（cm／s2） 

ＮＳ方向 ＥＷ方向 ＵＤ方向 

ＳＳ－３２ 
829 

(829.3706) 

499 

(498.9219) 

 

第 2.2－2 表 弾性設計用地震動Ｓｄ－３２の 大加速度 

弾性設計用地震動Ｓｄ

大加速度（cm／s2） 

ＮＳ方向 ＥＷ方向 ＵＤ方向 

Ｓｄ－３２ 
415 

（414.6853） 

249 

(249.4610) 
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第 2.2－1 図 弾性設計用地震動Ｓｄと基準地震動Ｓ１の応答スペクトルの比較

（水平方向） 
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 2.3 変更申請に係る規則への適合性 

本申請は，設置許可基準規則の解釈等の一部改正に伴い，標準応答スペク

トルに基づき策定した地震動としてＳＳ－３２を追加し，ＳＳ－３２に対す

る施設等への耐震の基本設計方針に反映することを目的としている。このた

め，既存設備に変更はなく，それらの運用の変更は伴わない。また，      

ＳＳ－３２の追加を考慮した場合でも「基準地震動ＳＳ又は弾性設計用地震

動Ｓｄによる地震力で設計する」という耐震の基本設計方針は，令和 5 年 1

月 25 日付け原規規発第 2301252 号をもって設置変更許可を受けた内容から

変更はない。 

上記の内容を踏まえ，基準適合性の確認が必要な条文（以下「適合条文」

という。）を第 2.3 図に示す適合条文抽出フローに沿って抽出する。また，

整理した結果を添付資料－１に示す。 

変更申請に係る規則への適合性を整理した結果，添付資料－１のとおり適

合条文は，設置許可基準規則の第３条，第４条，第８条，第９条，第３８条，

第３９条，第４１条～第４３条，第５７条及び第６１条である。 

これらのうち第３条，第４条，第３８条及び第３９条については，基準地

震動ＳＳ及び弾性設計用地震動Ｓｄに対して，施設等の健全性を要求する耐

震設計に係る条文であることから，適合条文として抽出する。 

その他の条文として，第８条，第９条，第４１条～第４３条，第５７条及

び第６１条については，第３条，第４条，第３８条及び第３９条要求以外で

基準地震動ＳＳによる地震力に対して耐震性を確認する方針としていること

から，適合条文として抽出する。 

なお，抽出した適合条文については，前段で述べたとおり既許可申請書か

ら設計方針に変更はなく，本申請書の添付書類八「1.9 発電用原子炉設置

変更許可申請書に係る安全設計の方針」には，既許可申請書の基準地震動 
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ＳＳ又は弾性設計用地震動Ｓｄに係る事項の記載とし，具体的な記載内容に

ついては，添付資料－２に示す。 

 

  

逐条文 

耐震設計に係る条文か。 

Yes※1 

3 条，4 条，38 条，39 条
要求以外で，基準地震動 
ＳＳを用いた評価方針を示

している条文か。 

適合条文として抽出 

Yes※2 

No 

No 

適合条文として抽出不要 

第 2.3 図 適合条文抽出フロー 

3 条：設計基準対象施設の地盤 

38 条：重大事故等対処施設の地盤 

4 条：地震による損傷の防止 

39 条：地震による損傷の防止 

8 条：火災による損傷の防止 

9 条：溢水による損傷の防止 

41 条：火災による損傷の防止 

42 条：特定重大事故等対処施設 

43 条：重大事故等対処設備 

57 条：電源設備 

61 条：緊急時対策所 

※1 

※2 
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 2.4 変更申請に係る「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大

事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準」への適合性 

本規則等改正に伴う既許可申請書での「実用発電用原子炉に係る発電用原子

炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要

な技術的能力に係る審査基準」（以下「ＳＡ技術的能力審査基準」という。）の

関係項目を整理した結果を添付資料－３に示す。 

今回申請の関係項目は，ＳＡ技術的能力審査基準の「１．０ 共通事項」及

び「２．２ 特定重大事故等対処施設の機能を維持するための体制の整備」で

あり，本項目のうち，アクセスルートの確保及び保管場所の要求事項は，既許

可申請書の本文十号において耐震性に関係する記載があるが，基準地震動ＳＳ

の追加により，それらの設計方針に変更はないことから，既設置許可の基準適

合性確認結果に影響を与えるものではない。 

なお，その他の関係項目については，主に手順等の整備について記載してお

り，標準応答スペクトルの規制への取り入れに係る本申請において，既存設備

に変更はないことから，既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるもの

ではない。 
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3. 改正規則等の要求事項に対する適合性 

（１） 位置，構造及び設備 

 ロ 発電用原子炉施設の一般構造 

  (1) 耐震構造 

  (ⅰ) 設計基準対象施設の耐震設計 

   d. Ｓクラスの施設（e.に記載のもののうち，津波防護施設，浸水

防止設備及び津波監視設備を除く。）は，基準地震動ＳＳによる地

震力に対して安全機能が保持できるように設計する。建物・構築物

については，構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）に

ついて十分な余裕を有し，建物・構築物の終局耐力に対し妥当な安

全余裕を有するように設計する。機器・配管系については，その施

設に要求される機能を保持するように設計し，塑性ひずみが生じる

場合であっても，その量が小さなレベルにとどまって破断延性限界

に十分な余裕を有し，その施設に要求される機能に影響を及ぼさな

いように，また，動的機器等については，基準地震動ＳＳによる応

答に対して，その設備に要求される機能を保持するように設計する。 

      また，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力のいず

れか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態にとどまる範囲で

耐えられるように設計する。建物・構築物については，発生する応

力に対して，建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準

による許容応力度を許容限界とし，当該許容限界を超えないように

設計する。機器・配管系については，応答が全体的におおむね弾性

状態にとどまるように設計する。 

      なお，基準地震動ＳＳ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は，

水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するもの
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とする。 

      基準地震動ＳＳは，敷地ごとに震源を特定して策定する地震動及

び震源を特定せず策定する地震動について，敷地の解放基盤表面に

おける水平方向及び鉛直方向の地震動としてそれぞれ策定する。策

定した基準地震動ＳＳの応答スペクトルを第 5－1 図～第 5－3 図に，

基準地震動ＳＳの時刻歴波形を第 5－4 図～第 5－6 図に示す。 

      原子炉建屋設置位置付近は，地盤調査の結果，新第三系鮮新統～

第四系下部更新統の久米層が分布し，EL.－370m 以深ではＳ波速度

が 0.7km／s 以上で著しい高低差がなく拡がりを持って分布してい

ることが確認されている。したがって，EL.－370m の位置を解放基

盤表面として設定する。なお，入力地震動の評価においては，解放

基盤表面以浅の影響を適切に考慮する。 

      また，弾性設計用地震動Ｓｄは，基準地震動ＳＳとの応答スペク

トルの比率が目安として 0.5 を下回らない値とし，さらに応答スペ

クトルに基づく地震動評価等による基準地震動ＳＳ－Ｄ１，３２に

対しては，「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針（昭和 56

年 7 月 20 日原子力安全委員会決定，平成 13 年 3 月 29 日一部改

訂）」に基づいた「原子炉設置変更許可申請書（平成 11 年 3 月 10

日許可／平成 09・09・18 資第 5 号）」の「添付書類六 変更後に係

る原子炉施設の場所に関する気象，地盤，水理，地震，社会環境等

の状況に関する説明書 3.2.6.3 基準地震動」における基準地震

動Ｓ１を踏まえて設定する。具体的には，工学的判断より基準地震

動ＳＳ－１１，１２，１３，１４，２１，２２，３１に係数 0.5 を

乗じた地震動，基準地震動ＳＳ－Ｄ１，３２に対しては，基準地震

動Ｓ１も踏まえて設定した係数 0.5 を乗じた地震動を弾性設計用地

14
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震動Ｓｄとして設定する。 

      なお，Ｂクラスの施設のうち，共振のおそれのある施設について

は，弾性設計用地震動Ｓｄに 2 分の 1 を乗じた地震動によりその影

響についての検討を行う。建物・構築物及び機器・配管系ともに，

おおむね弾性状態にとどまる範囲で耐えられるように設計する。 
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第 5－1 図 基準地震動ＳＳの応答スペクトル（ＮＳ方向） 
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ＳＳ－Ｄ１  

ＳＳ－１１ Ｆ１断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震（短周期レベルの不確かさ，破壊開始点 1） 

ＳＳ－１２ Ｆ１断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震（短周期レベルの不確かさ，破壊開始点 2） 

ＳＳ－１３ Ｆ１断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震（短周期レベルの不確かさ，破壊開始点 3） 

ＳＳ－１４ Ｆ１断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震（断層傾斜角の不確かさ，破壊開始点 2） 

ＳＳ－２１ 2011 年東北地方太平洋沖型地震（短周期レベルの不確かさ） 

ＳＳ－２２ 2011 年東北地方太平洋沖型地震（ＳＭＧＡ位置と短周期レベルの不確かさの重畳） 

ＳＳ－３１ 2004 年北海道留萌支庁南部地震の検討結果に保守性を考慮した地震動 

ＳＳ－３２ 標準応答スペクトルに基づき策定した地震動 
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第 5－2 図 基準地震動ＳＳの応答スペクトル（ＥＷ方向） 
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ＳＳ－Ｄ１  

ＳＳ－１１ Ｆ１断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震（短周期レベルの不確かさ，破壊開始点 1） 

ＳＳ－１２ Ｆ１断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震（短周期レベルの不確かさ，破壊開始点 2） 

ＳＳ－１３ Ｆ１断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震（短周期レベルの不確かさ，破壊開始点 3） 

ＳＳ－１４ Ｆ１断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震（断層傾斜角の不確かさ，破壊開始点 2） 

ＳＳ－２１ 2011 年東北地方太平洋沖型地震（短周期レベルの不確かさ） 

ＳＳ－２２ 2011 年東北地方太平洋沖型地震（ＳＭＧＡ位置と短周期レベルの不確かさの重畳） 

ＳＳ－３１ 2004 年北海道留萌支庁南部地震の検討結果に保守性を考慮した地震動 

ＳＳ－３２ 標準応答スペクトルに基づき策定した地震動 
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第 5－3 図 基準地震動ＳＳの応答スペクトル（ＵＤ方向） 
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ＳＳ－Ｄ１  

ＳＳ－１１ Ｆ１断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震（短周期レベルの不確かさ，破壊開始点 1） 

ＳＳ－１２ Ｆ１断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震（短周期レベルの不確かさ，破壊開始点 2） 

ＳＳ－１３ Ｆ１断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震（短周期レベルの不確かさ，破壊開始点 3） 

ＳＳ－１４ Ｆ１断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震（断層傾斜角の不確かさ，破壊開始点 2） 

ＳＳ－２１ 2011 年東北地方太平洋沖型地震（短周期レベルの不確かさ） 

ＳＳ－２２ 2011 年東北地方太平洋沖型地震（ＳＭＧＡ位置と短周期レベルの不確かさの重畳） 

ＳＳ－３１ 2004 年北海道留萌支庁南部地震の検討結果に保守性を考慮した地震動 

ＳＳ－３２ 標準応答スペクトルに基づき策定した地震動 
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第 5－6 図(2) 震源を特定せず策定する地震動による基準地震動ＳＳの時刻歴

波形（ＳＳ－３２） 
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（２） 設計方針 

1.3 耐震設計 

1.3.1 設計基準対象施設の耐震設計 

1.3.1.3 地震力の算定方法 

 (2) 動的地震力 

   動的地震力は，Ｓクラスの施設，屋外重要土木構造物及びＢクラスの施

設のうち共振のおそれのあるものに適用することとし，基準地震動ＳＳ及

び弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動を入力として，動的解析に

より水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。なお，

構造特性から水平２方向及び鉛直方向の地震力の影響が考えられる施設，

設備については，水平２方向及び鉛直方向の地震力の組合せに対して，許

容限界の範囲内にとどまることを確認する。 

   Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのあるものについては，弾性設計用

地震動Ｓｄから定める入力地震動の振幅を 2 分の 1 にしたものによる地震

力を適用する。 

   屋外重要土木構造物，津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備並

びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物については，

基準地震動ＳＳによる地震力を適用する。 

   「添付書類六 3. 地震」に示す基準地震動ＳＳは，「敷地ごとに震源を

特定して策定する地震動」及び「震源を特定せず策定する地震動」につい

て，解放基盤表面における水平方向及び鉛直方向の地震動としてそれぞれ

策定し，年超過確率は，10－４～10－６程度である。 

   また，弾性設計用地震動Ｓｄは，基準地震動ＳＳとの応答スペクトルの

比率が目安として 0.5 を下回らないよう基準地震動ＳＳに係数 0.5 を乗じ

て設定する。ここで，係数 0.5 は工学的判断として，原子炉施設の安全機
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能限界と弾性限界に対する入力荷重の比率が 0.5 程度であるという知見

(１)を踏まえ，さらに応答スペクトルに基づく地震動評価等による基準地

震動ＳＳ－Ｄ１，３２に対しては，「発電用原子炉施設に関する耐震設

計審査指針（昭和 56 年 7 月 20 日原子力安全委員会決定，平成 13 年 3

月 29 日一部改訂）」に基づいた「原子炉設置変更許可申請書（平成 11

年 3 月 10 日許可／平成 09・09・18 資第 5 号）」の「添付書類六 変更

後に係る原子炉施設の場所に関する気象，地盤，水理，地震，社会環

境等の状況に関する説明書 3.2.6.3 基準地震動」における基準地震

動Ｓ１の応答スペクトルをおおむね下回らないよう配慮した値とする。ま

た，建物・構築物及び機器・配管系ともに 0.5 を採用することで，弾性設

計用地震動Ｓｄに対する設計に一貫性をとる。なお，弾性設計用地震動Ｓ

ｄの年超過確率は，10－３～10－５程度である。弾性設計用地震動Ｓｄの応答

スペクトルを第 1.3－1 図～第 1.3－3 図に，弾性設計用地震動Ｓｄの時刻

歴波形を第 1.3－4 図～第 1.3－12 図に，弾性設計用地震動Ｓｄと基準地

震動Ｓ１の応答スペクトルの比較を第 1.3－13 図及び第 1.3－14 図に，弾

性設計用地震動Ｓｄと解放基盤表面における地震動の一様ハザードスペク

トルの比較を第 1.3－15 図及び第 1.3－16 図に示す。 

ａ．入力地震動 

原子炉建屋設置位置付近は，地盤調査の結果，新第三系鮮新統～第四

系下部更新統の久米層が分布し，EL.－370m 以深ではＳ波速度が 0.7km

／s 以上であることが確認されている。したがって，EL.－370m の位置

を解放基盤表面として設定する。 

建物・構築物の地震応答解析における入力地震動は，解放基盤表面で

定義される基準地震動ＳＳ及び弾性設計用地震動Ｓｄを基に，対象建

物・構築物の地盤条件を適切に考慮した上で，必要に応じ２次元ＦＥＭ
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解析又は１次元波動論により，地震応答解析モデルの入力位置で評価し

た入力地震動を設定する。地盤条件を考慮する場合には，地震動評価で

考慮した敷地全体の地下構造との関係にも留意し，地盤の非線形応答に

関する動的変形特性を考慮する。また，必要に応じ敷地における観測記

録による検証や 新の科学的・技術的知見を踏まえ設定する。 

ｂ．地震応答解析 

(a) 動的解析法 

ⅰ) 建物・構築物 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の

適用性，適用限界等を考慮の上，適切な解析法を選定するとともに，

建物・構築物に応じた適切な解析条件を設定する。動的解析は，時

刻歴応答解析法による。また，３次元応答性状等の評価は，線形解

析に適用可能な周波数応答解析法による。 

建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物の剛性はそ

れらの形状，構造特性等を十分考慮して評価し，集中質点系等に置

換した解析モデルを設定する。 

動的解析には，建物・構築物と地盤との相互作用を考慮するもの

とし，解析モデルの地盤のばね定数は，基礎版の平面形状，地盤の

剛性等を考慮して定める。設計用地盤定数は，原則として，弾性波

試験によるものを用いる。 

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネルギの地下逸

散及び地震応答における各部のひずみレベルを考慮して定める。 

基準地震動ＳＳ及び弾性設計用地震動Ｓｄに対する応答解析にお

いて，主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には，実

験等の結果に基づき，該当する建物部分の構造特性に応じて，その
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弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。 

また，Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物の支持機能を検討

するための動的解析において，施設を支持する建物・構築物の主要

構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には，その弾塑性挙

動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。 

応答解析に用いる材料定数については，地盤の諸定数も含めて材

料のばらつきによる変動幅を適切に考慮する。また，必要に応じて

建物・構築物及び機器・配管系の設計用地震力に及ぼす影響を検討

する。 

建物・構築物の動的解析において，地震時における地盤の有効応

力の変化に伴う影響を考慮する場合には，有効応力解析を実施する。

有効応力解析に用いる液状化強度特性は，敷地の原地盤における代

表性及び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮して設定する。更に保

守的な配慮として地盤を強制的に液状化させることを仮定した影響

を考慮する場合には，原地盤よりも十分に小さい液状化強度特性

（敷地に存在しない豊浦標準砂に基づく液状化強度特性）を設定す

る。 

原子炉建屋については，３次元ＦＥＭ解析等から，建物・構築物

の３次元応答性状及びそれによる機器・配管系への影響を評価する。 

屋外重要土木構造物の動的解析は，構造物と地盤の相互作用を考

慮できる連成系の地震応答解析手法とし，地盤及び構造物の地震時

における非線形挙動の有無や程度に応じて，線形，等価線形，非線

形解析のいずれかにて行う。 

なお，地震力については，水平２方向及び鉛直方向について適切

に組み合わせて算定する。 
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ⅱ) 機器・配管系 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法

の適用性，適用限界等を考慮の上，適切な解析法を選定するとと

もに，解析条件として考慮すべき減衰定数，剛性等の各種物性値

は，適切な規格及び基準又は実験等の結果に基づき設定する。 

機器の解析に当たっては，形状，構造特性等を考慮して，代表

的な振動モードを適切に表現できるよう質点系モデル，有限要素

モデル等に置換し，設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダ

ル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。配管系につ

いては，振動モードを適切に表現できるモデルを作成し，設計用

床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解

析法により応答を求める。スペクトルモーダル解析法及び時刻歴

応答解析法の選択に当たっては，衝突・すべり等の非線形現象を

模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬す

る観点で，建物・構築物の剛性及び地盤物性のばらつき等への配

慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等，解析対象とする現象，

対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。 

また，設備の３次元的な広がりを踏まえ，適切に応答を評価で

きるモデルを用い，水平２方向及び鉛直方向の応答成分について

適切に組み合わせるものとする。 

なお，剛性の高い機器は，その機器の設置床面の 大応答加速度

の 1.2 倍の加速度を震度として作用させて地震力を算定する。 
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第 1.3－1 図 弾性設計用地震動Ｓｄの応答スペクトル（ＮＳ方向） 
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第 1.3－2 図 弾性設計用地震動Ｓｄの応答スペクトル（ＥＷ方向） 
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第 1.3－3 図 弾性設計用地震動Ｓｄの応答スペクトル（ＵＤ方向） 
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第 1.3－12 図 弾性設計用地震動Ｓｄ－３２の時刻歴波形 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第1.3-12図_水平

415 

-600

-300

0

300

600

0 5 10 15 20 25 30

加
速

度
(
c
m
/
s
2
)

時間(s)

第1.3-12図_鉛直

249 

-600

-300

0

300

600

0 5 10 15 20 25 30

加
速

度
(
cm

/
s2
)

時間(s)

水平方向 

鉛直方向 

28



 

27 

 

 

 

 

 

第 1.3－13 図 弾性設計用地震動Ｓｄと基準地震動Ｓ１の応答スペクトルの比

較（ＮＳ方向） 
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※ 「原子炉設置変更許可申請書（平成 11 年 

  3 月 10 日許可／平成 09・09・18 資第 5 

  号）」における基準地震動Ｓ１ 
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第 1.3－14 図 弾性設計用地震動Ｓｄと基準地震動Ｓ１の応答スペクトルの比

較（ＥＷ方向） 
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※ 「原子炉設置変更許可申請書（平成 11 年 

  3 月 10 日許可／平成 09・09・18 資第 5 

  号）」における基準地震動Ｓ１ 
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             ※実線はＮＳ方向，破線はＥＷ方向 

      

第 1.3－15 図 一様ハザードスペクトルと弾性設計用地震動Ｓｄの応答スペク

トルの比較（水平方向） 
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第 1.3－16 図 一様ハザードスペクトルと弾性設計用地震動Ｓｄの応答スペク

トルの比較（鉛直方向） 
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1. レベル１ＰＲＡ 

1.2 外部事象ＰＲＡ 

1.2.1 地震ＰＲＡ 

1.2.1.2 確率論的地震ハザード 

 (3) 確率論的地震ハザード評価結果 

  ｂ．一様ハザードスペクトル 

    一様ハザードスペクトルと応答スペクトルに基づく手法による基準地

震動ＳＳ－Ｄ１及び断層モデルを用いた手法による基準地震動ＳＳ－１

１～ＳＳ－２２との比較を第 1.2.1.2－17 図に示す。基準地震動ＳＳ－

Ｄ１の年超過確率は 10－４ 10－５程度である。基準地震動ＳＳ－１１か

らＳＳ－２２の年超過確率は基準地震動ＳＳ－Ｄ１を超過する周期帯で

10－４ 10－６程度である。また，内陸地殻内地震の領域震源モデルによ

る一様ハザードスペクトルと震源を特定せず策定する地震動に基づく基

準地震動ＳＳ－３１及びＳＳ－３２との比較を第 1.2.1.2－18 図に示す。

基準地震動ＳＳ－３１及びＳＳ－３２の年超過確率は 10－４ 10－６程度で

ある。 

    一様ハザードスペクトルの算出のもととなる周期ごとの平均ハザード

曲線を第 1.2.1.2－19 図に示す。  
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第 1.2.1.2－18 図（1／2） 内陸地殻内地震の領域震源モデルによる一様ハザ

ードスペクトルと基準地震動ＳＳ－３１及びＳＳ－

３２の応答スペクトルの比較（水平方向） 

  

h=0.05

/s
2 )

加
速
度
(c
m/
s

変
位
(cm)

100

10
00
0

00
0

50
0

10

20
00

10
00

0050
0

1

20
0

0010
0

0.1

0.1

1

10

100

1000

0.01 0.1 1 10

速
度

(
cm

/s
)

周 期 (s)

一様ハザードスペクトル 
Ｓ

Ｓ
－３１ 

Ｓ
Ｓ
－３２ 

年超過確率 10-6 

年超過確率 10-5 

年超過確率 10-4 

年超過確率 10-3 

34



 

33 

  

 

 

第 1.2.1.2－18 図（2／2） 内陸地殻内地震の領域震源モデルによる一様ハザ

ードスペクトルと基準地震動ＳＳ－３１及びＳＳ－

３２の応答スペクトルの比較（鉛直方向） 
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添付資料－１ 

  添付１－1 

 

「標準応答スペクトルの規制への取り入れ」に伴う条文の整理表(１／８) 

設置許可基準規則の条文 

適合条文 

要否 

要：○ 

否：× 

備考 

第1条  適用範囲 × 

適用する基準（法令）についての説明

であり，要求事項ではないため，適合

条文ではない。 

第2条  定義 × 
言葉の定義であり，要求事項ではない

ため，適合条文ではない。 

第3条  設計基準対象施設の地盤 ○ 

設 計 基 準 対 象 施 設 の 地 盤 に 係 る 条 文

であり，基準地震動Ｓ Ｓ の追加に伴い，

基準地震動Ｓ Ｓ による地震力が作用し

た 場 合 に お い て も 当 該 設 計 基 準 対 象

施 設 を 十 分 に 支 持 す る こ と が で き る

地 盤 で あ る こ と を 確 認 す る 必 要 が あ

るため，適合条文として抽出する。た

だし，基準地震動Ｓ Ｓ の追加により，設

計 基 準 対 象 施 設 の 地 盤 に 係 る 既 設 置

許 可 の 設 計 方 針 を 変 更 す る も の で は

ない。 

第4条  地震による損傷の防止 ○  

標 準 応 答 ス ペ ク ト ル に 関 す る 設 置 許

可 基 準 規 則 の 解 釈 改 正 に 係 る 条 文 で

あり，震源を特定せず策定する地震動

のうち，標準応答スペクトルを考慮し

た 基 準 地 震 動 を 追 加 す る こ と 及 び 設

計 基 準 対 象 施 設 の 地 震 に よ る 損 傷 の

防止に係る条文であり，基準地震動Ｓ

Ｓ の追加に伴い，基準地震動Ｓ Ｓ による

地 震 力 に 対 し て 十 分 に 耐 え る こ と が

で き る こ と を 確 認 す る 必 要 が あ る た

め，適合条文として抽出する。ただし，

基準地震動Ｓ Ｓ の追加により，設計基

準 対 象 施 設 の 地 震 に よ る 損 傷 の 防 止

に 係 る 既 設 置 許 可 の 設 計 方 針 を 変 更

するものではない。 

第5条  津波による損傷の防止 × 

本申請は既存設備に変更はなく，それ

らの運用の変更は伴わないことから，

津 波 に よ る 損 傷 の 防 止 に 係 る 既 設 置

許 可 の 基 準 適 合 性 確 認 結 果 に 影 響 を

与えるものではない。 

第6条  
外部からの衝撃による損

傷の防止 
× 

本申請は既存設備に変更はなく，それ

らの運用の変更は伴わないことから，

外 部 か ら の 衝 撃 に よ る 損 傷 の 防 止 に

係 る 既 設 置 許 可 の 基 準 適 合 性 確 認 結

果に影響を与えるものではない。 

第7条  
発電用原子炉施設への人

の不法な侵入等の防止 
× 

本 条 文 は 発 電 用 原 子 炉 施 設 全 般 に 関

係するが，適合条文の抽出の考え方に

基づき，適合条文として抽出しない。

な お ， 本 申 請 は 既 存 設 備 に 変 更 は な

く，それらの運用の変更は伴わないこ

とから，発電用原子炉施設への人の不

法 な 侵 入 等 の 防 止 に 係 る 既 設 置 許 可

の 基 準 適 合 性 確 認 結 果 に 影 響 を 与 え

るものではない。 
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  添付１－2 

 

「標準応答スペクトルの規制への取り入れ」に伴う条文の整理表(２／８) 

設置許可基準規則の条文 

適合条文 

要否 

要：○ 

否：× 

備考 

第8条  火災による損傷の防止 ○  

第 4条 要求 以 外で 火 災感 知設 備 及び 消

火設備は，基準地震動Ｓ Ｓ による地震

力 に 対 し て 耐 震 性 の 要 求 を 示 し て い

るため，適合条文として抽出する。た

だし，基準地震動Ｓ Ｓ の追加により，設

計 基 準 対 象 施 設 の 火 災 に よ る 損 傷 の

防 止 に 係 る 既 設 置 許 可 の 設 計 方 針 を

変更するものではない。 

第9条  溢水による損傷の防止等 ○ 

第 4条 要求 以 外で 溢 水源 とし て 設定 し

ない 耐 震Ｂ ,Ｃク ラ ス機 器に つ いて ，

基準地震動Ｓ Ｓ による地震力に対して

耐震性の要求を示しているため，適合

条文として抽出する。ただし，基準地

震動Ｓ Ｓ の追加により，設計基準対象

施 設 の 溢 水 に よ る 損 傷 の 防 止 等 に 係

る 既 設 置 許 可 の 設 計 方 針 を 変 更 す る

ものではない。 

第10条  誤操作の防止 × 

本申請は既存設備に変更はなく，それ

らの運用の変更は伴わないことから，

誤 操 作 の 防 止 に 係 る 既 設 置 許 可 の 基

準 適 合 性 確 認 結 果 に 影 響 を 与 え る も

のではない。 

第11条  安全避難通路等 × 

本 条 文 は 発 電 用 原 子 炉 施 設 全 般 に 関

係するが，適合条文の抽出の考え方に

基づき，適合条文として抽出しない。

な お ， 本 申 請 は 既 存 設 備 に 変 更 は な

く，それらの運用の変更は伴わないこ

とから，安全避難通路等に係る既設置

許 可 の 基 準 適 合 性 確 認 結 果 に 影 響 を

与えるものではない。 

第12条  安全施設 × 

本申請は既存設備に変更はなく，それ

らの運用の変更は伴わないことから，

安 全 施 設 に 係 る 既 設 置 許 可 の 基 準 適

合 性 確 認 結 果 に 影 響 を 与 え る も の で

はない。 

第13条  

運転時の異常な過渡変化

及び設計基準事故の拡大

の防止 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それ

らの運用の変更は伴わないことから，

運 転 時 の 異 常 な 過 渡 変 化 及 び 設 計 基

準 事 故 の 拡 大 の 防 止 に 係 る 既 設 置 許

可 の 基 準 適 合 性 確 認 結 果 に 影 響 を 与

えるものではない。 

第14条  
全交流動力電源喪失対策

設備 
× 

本申請は既存設備に変更はなく，それ

らの運用の変更は伴わないことから，

全 交 流 動 力 電 源 喪 失 対 策 設 備 に 係 る

既 設 置 許 可 の 基 準 適 合 性 確 認 結 果 に

影響を与えるものではない。 
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  添付１－3 

 

「標準応答スペクトルの規制への取り入れ」に伴う条文の整理表(３／８) 

設置許可基準規則の条文 

適合条文 

要否 

要：○ 

否：× 

備考 

第15条  炉心等 × 

本申請は既存設備に変更はなく，それ

らの運用の変更は伴わないことから，

炉 心 等 に 係 る 既 設 置 許 可 の 基 準 適 合

性 確 認 結 果 に 影 響 を 与 え る も の で は

ない。 

第16条  
燃料体等の取扱施設及び

貯蔵施設 
× 

本申請は既存設備に変更はなく，それ

らの運用の変更は伴わないことから，

燃 料 体 等 の 取 扱 施 設 及 び 貯 蔵 施 設 に

係 る 既 設 置 許 可 の 基 準 適 合 性 確 認 結

果に影響を与えるものではない。 

第17条  
原子炉冷却材圧力バウン

ダリ 
× 

本申請は既存設備に変更はなく，それ

らの運用の変更は伴わないことから，

原 子 炉 冷 却 材 圧 力 バ ウ ン ダ リ に 係 る

既 設 置 許 可 の 基 準 適 合 性 確 認 結 果 に

影響を与えるものではない。 

第18条  蒸気タービン × 

本申請は既存設備に変更はなく，それ

らの運用の変更は伴わないことから，

蒸 気 タ ー ビ ン に 係 る 既 設 置 許 可 の 基

準 適 合 性 確 認 結 果 に 影 響 を 与 え る も

のではない。 

第19条  非常用炉心冷却設備 × 

本申請は既存設備に変更はなく，それ

らの運用の変更は伴わないことから，

非 常 用 炉 心 冷 却 設 備 に 係 る 既 設 置 許

可 の 基 準 適 合 性 確 認 結 果 に 影 響 を 与

えるものではない。 

第20条  
一次冷却材の減少分を補

給する設備 
× 

本申請は既存設備に変更はなく，それ

らの運用の変更は伴わないことから，

一 次 冷 却 材 の 減 少 分 を 補 給 す る 設 備

に 係 る 既 設 置 許 可 の 基 準 適 合 性 確 認

結果に影響を与えるものではない。 

第21条  
残留熱を除去することが

できる設備 
× 

本申請は既存設備に変更はなく，それ

らの運用の変更は伴わないことから，

残 留 熱 を 除 去 す る こ と が で き る 設 備

に 係 る 既 設 置 許 可 の 基 準 適 合 性 確 認

結果に影響を与えるものではない。 

第22条  

終ヒートシンクへ熱を

輸送することができる設

備 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それ

らの運用の変更は伴わないことから，

終 ヒ ー ト シ ン ク へ 熱 を 輸 送 す る こ

と が で き る 設 備 に 係 る 既 設 置 許 可 の

基 準 適 合 性 確 認 結 果 に 影 響 を 与 え る

ものではない。 
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  添付１－4 

 

「標準応答スペクトルの規制への取り入れ」に伴う条文の整理表(４／８) 

設置許可基準規則の条文 

適合条文 

要否 

要：○ 

否：× 

備考 

第23条  計測制御系統施設 × 

本申請は既存設備に変更はなく，それ

らの運用の変更は伴わないことから，

計 測 制 御 系 統 施 設 に 係 る 既 設 置 許 可

の 基 準 適 合 性 確 認 結 果 に 影 響 を 与 え

るものではない。 

第24条  安全保護回路 × 

本申請は既存設備に変更はなく，それ

らの運用の変更は伴わないことから，

安 全 保 護 回 路 に 係 る 既 設 置 許 可 の 基

準 適 合 性 確 認 結 果 に 影 響 を 与 え る も

のではない。 

第25条  
反応度制御系統及び原子

炉停止系統 
× 

本申請は既存設備に変更はなく，それ

らの運用の変更は伴わないことから，

反 応 度 制 御 系 統 及 び 原 子 炉 停 止 系 統

に 係 る 既 設 置 許 可 の 基 準 適 合 性 確 認

結果に影響を与えるものではない。 

第26条  原子炉制御室等 × 

本申請は既存設備に変更はなく，それ

らの運用の変更は伴わないことから，

原 子 炉 制 御 室 等 に 係 る 既 設 置 許 可 の

基 準 適 合 性 確 認 結 果 に 影 響 を 与 え る

ものではない。 

第27条  放射性廃棄物の処理施設 × 

本申請は既存設備に変更はなく，それ

らの運用の変更は伴わないことから，

放 射 性 廃 棄 物 の 処 理 施 設 に 係 る 既 設

置 許 可 の 基 準 適 合 性 確 認 結 果 に 影 響

を与えるものではない。 

第28条  放射性廃棄物の貯蔵施設 × 

本申請は既存設備に変更はなく，それ

らの運用の変更は伴わないことから，

放 射 性 廃 棄 物 の 貯 蔵 施 設 に 係 る 既 設

置 許 可 の 基 準 適 合 性 確 認 結 果 に 影 響

を与えるものではない。 

第29条  
工場等周辺における直接

ガンマ線等からの防護 
× 

本申請は既存設備に変更はなく，それ

らの運用の変更は伴わないことから，

工 場 等 周 辺 に お け る 直 接 ガ ン マ 線 等

か ら の 防 護 に 係 る 既 設 置 許 可 の 基 準

適 合 性 確 認 結 果 に 影 響 を 与 え る も の

ではない。 

第30条  
放射線からの放射線業務

従事者の防護 
× 

本申請は既存設備に変更はなく，それ

らの運用の変更は伴わないことから，

放 射 線 か ら の 放 射 線 業 務 従 事 者 の 防

護 に 係 る 既 設 置 許 可 の 基 準 適 合 性 確

認結果に影響を与えるものではない。

第31条  監視設備 × 

本申請は既存設備に変更はなく，それ

らの運用の変更は伴わないことから，

監 視 設 備 に 係 る 既 設 置 許 可 の 基 準 適

合 性 確 認 結 果 に 影 響 を 与 え る も の で

はない。 
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  添付１－5 

 

「標準応答スペクトルの規制への取り入れ」に伴う条文の整理表(５／８) 

設置許可基準規則の条文 

適合条文 

要否 

要：○ 

否：× 

備考 

第32条  原子炉格納施設 × 

本申請は既存設備に変更はなく，それ

らの運用の変更は伴わないことから，

原 子 炉 格 納 施 設 に 係 る 既 設 置 許 可 の

基 準 適 合 性 確 認 結 果 に 影 響 を 与 え る

ものではない。 

第33条  保安電源設備 × 

本申請は既存設備に変更はなく，それ

らの運用の変更は伴わないことから，

保 安 電 源 設 備 に 係 る 既 設 置 許 可 の 基

準 適 合 性 確 認 結 果 に 影 響 を 与 え る も

のではない。 

第34条  緊急時対策所 × 

本申請は既存設備に変更はなく，それ

らの運用の変更は伴わないことから，

緊 急 時 対 策 所 に 係 る 既 設 置 許 可 の 基

準 適 合 性 確 認 結 果 に 影 響 を 与 え る も

のではない。 

第35条  通信連絡設備 × 

本申請は既存設備に変更はなく，それ

らの運用の変更は伴わないことから，

通 信 連 絡 設 備 に 係 る 既 設 置 許 可 の 基

準 適 合 性 確 認 結 果 に 影 響 を 与 え る も

のではない。 

第36条  補助ボイラー × 

本申請は既存設備に変更はなく，それ

らの運用の変更は伴わないことから，

補 助 ボ イ ラ ー に 係 る 既 設 置 許 可 の 基

準 適 合 性 確 認 結 果 に 影 響 を 与 え る も

のではない。 

第37条  
重大事故等の拡大の防止

等 
× 

本申請は基準地震動Ｓ Ｓ の追加による

地 震 Ｐ Ｒ Ａ に 用 い る 地 震 ハ ザ ー ド 評

価に変更はなく，個別プラント評価に

よ る 事 故 シ ー ケ ン ス グ ル ー プ の 抽 出

結果に影響を与えないこと，また，既

存設備に変更はなく，それらの運用の

変更は伴わないことから，重大事故等

対 処 施 設 に 係 る 既 設 置 許 可 の 基 準 適

合 性 確 認 結 果 に 影 響 を 与 え る も の で

はない。 

第38条  
重大事故等対処施設の地

盤 
○  

重 大 事 故 等 対 処 施 設 の 地 盤 に 係 る 条

文であり，基準地震動Ｓ Ｓ の追加に伴

い，基準地震動Ｓ Ｓ による地震力が作

用 し た 場 合 に お い て も 当 該 重 大 事 故

等 対 処 施 設 を 十 分 に 支 持 す る こ と が

で き る 地 盤 で あ る こ と を 確 認 す る 必

要があるため，適合条文として抽出す

る。ただし，基準地震動Ｓ Ｓ の追加によ

り，重大事故等対処施設の地盤に係る

既 設 置 許 可 の 設 計 方 針 を 変 更 す る も

のではない。 
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  添付１－6 

 

「標準応答スペクトルの規制への取り入れ」に伴う条文の整理表(６／８) 

設置許可基準規則の条文 

適合条文 

要否 

要：○ 

否：× 

備考 

第39条  地震による損傷の防止 ○  

重 大 事 故 等 対 処 施 設 の 地 震 に よ る 損

傷の防止に係る条文であり，基準地震

動Ｓ Ｓ の追加に伴い，基準地震動Ｓ Ｓ に

よ る 地 震 力 に 対 し て 重 大 事 故 に 至 る

お そ れ の あ る 事 故 に 対 処 す る た め に

必 要 な 機 能 及 び 重 大 事 故 に 対 処 す る

た め に 必 要 な 機 能 が 損 な わ れ る お そ

れ が な い こ と 等 を 確 認 す る 必 要 が あ

るため，適合条文として抽出する。た

だし，基準地震動Ｓ Ｓ の追加により，重

大 事 故 等 対 処 施 設 の 地 震 に よ る 損 傷

の 防 止 に 係 る 既 設 置 許 可 の 設 計 方 針

を変更するものではない。 

第40条  津波による損傷の防止 × 

本申請は既存設備に変更はなく，それ

らの運用の変更は伴わないことから，

津 波 に よ る 損 傷 の 防 止 に 係 る 既 設 置

許 可 の 基 準 適 合 性 確 認 結 果 に 影 響 を

与えるものではない。 

第41条  火災による損傷の防止 ○  

第 39条 要 求 以 外 で 火 災 感 知 設 備 及 び

消火設備は，基準地震動Ｓ Ｓ による地

震 力 に 対 し て 耐 震 性 の 要 求 を 示 し て

いるため，適合条文として抽出する。

ただし，基準地震動Ｓ Ｓ の追加により，

重 大 事 故 等 対 処 設 備 の 火 災 に よ る 損

傷 の 防 止 に 係 る 既 設 置 許 可 の 設 計 方

針を変更するものではない。 

第42条  特定重大事故等対処施設 ○ 

第 39条 要 求 以 外 で 特 定 重 大 事 故 等 対

処施設を構成する設備は，地震による

火災，溢水等により他の設備への悪影

響防止の観点から基準地震動Ｓ Ｓ によ

る 地 震 力 に 対 し て 耐 震 性 の 要 求 を 示

しているため，適合条文として抽出す

る。ただし，基準地震動Ｓ Ｓ の追加によ

り，特定重大事故等対処施設に係る既

設 置 許 可 の 設 計 方 針 を 変 更 す る も の

ではない。 

第43条  重大事故等対処設備 ○  

第 39条 要 求 以 外 で 重 大 事 故 等 対 処 設

備は，地震による火災，溢水等により

他の設備への悪影響防止の観点から，

また，可搬型重大事故等対処設備及び

ア ク セ ス ル ー ト 確 保 は 第 39条 要 求 以

外で，基準地震動Ｓ Ｓ による地震力に

対 し て 耐 震 性 の 要 求 を 示 し て い る た

め，適合条文として抽出する。ただし，

基準地震動Ｓ Ｓ の追加により，重大事

故 等 対 処 設 備 に 係 る 既 設 置 許 可 の 設

計方針を変更するものではない。 
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  添付１－7 

 

「標準応答スペクトルの規制への取り入れ」に伴う条文の整理表(７／８) 

設置許可基準規則の条文 

適合条文 

要否 

要：○ 

否：× 

備考 

第44条  

緊急停止失敗時に発電用

原子炉を未臨界にするた

めの設備 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それ

らの運用の変更は伴わないことから，

重 大 事 故 等 対 処 施 設 に 係 る 既 設 置 許

可 の 基 準 適 合 性 確 認 結 果 に 影 響 を 与

えるものではない。 

第45条  

原子炉冷却材圧力バウン

ダリ高圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備

× 

同上 

第46条  

原子炉冷却材圧力バウン

ダリを減圧するための設

備 

× 

同上 

第47条  

原子炉冷却材圧力バウン

ダリ低圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備

× 

同上 

第48条  
終ヒートシンクへ熱を

輸送するための設備 
× 

同上 

第49条  
原子炉格納容器内の冷却

等のための設備 
× 

同上 

第50条  
原子炉格納容器の過圧破

損を防止するための設備
× 

同上 

第51条  

原子炉格納容器下部の溶

融炉心を冷却するための

設備 

× 

同上 

第52条  

水素爆発による原子炉格

納容器の破損を防止する

ための設備 

× 

同上 

第53条  

水素爆発による原子炉建

屋等の損傷を防止するた

めの設備 

× 

同上 

第54条  
使用済燃料貯蔵槽の冷却

等のための設備 
× 

同上 

第55条  

工場等外への放射性物質

の拡散を抑制するための

設備 

× 

同上 

第56条  
重大事故等の収束に必要

となる水の供給設備 
× 

同上 

第57条  電源設備 ○  

第39条要求以外で蓄電池（３系統目）

は，基準地震動Ｓ Ｓ による地震力に対

して，重大事故等に対処するために必

要 な 機 能 が 損 な わ れ る お そ れ が な い

ことに加え，弾性設計用地震動Ｓ ｄ に

よ る 地 震 力 又 は 静 的 地 震 力 の い ず れ

か大きい方の地震力に対して，耐震性

の要求を示しているため，適合条文と

して抽出する。ただし，基準地震動Ｓ

Ｓ の追加により，電源設備に係る既設

置 許 可 の 設 計 方 針 を 変 更 す る も の で

はない。 
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  添付１－8 

 

「標準応答スペクトルの規制への取り入れ」に伴う条文の整理表(８／８) 

設置許可基準規則の条文 

適合条文 

要否 

要：○ 

否：× 

備考 

第58条  計装設備 × 

本申請は既存設備に変更はなく，それ

らの運用の変更は伴わないことから，

重 大 事 故 等 対 処 施 設 に 係 る 既 設 置 許

可 の 基 準 適 合 性 確 認 結 果 に 影 響 を 与

えるものではない。 

第59条  
運転員が原子炉制御室に

とどまるための設備 
× 

同上 

第60条  監視測定設備 × 
同上 

第61条  緊急時対策所 ○  

第39条要求以外で緊急時対策所は，基

準地震動Ｓ Ｓ による地震力に対して耐

震性の要求を示しているため，適合条

文として抽出する。ただし，基準地震

動Ｓ Ｓ の追加により，緊急時対策所に

係 る 既 設 置 許 可 の 設 計 方 針 を 変 更 す

るものではない。 

第62条  
通信連絡を行うために必

要な設備 
× 

本申請は既存設備に変更はなく，それ

らの運用の変更は伴わないことから，

重 大 事 故 等 対 処 施 設 に 係 る 既 設 置 許

可 の 基 準 適 合 性 確 認 結 果 に 影 響 を 与

えるものではない。 
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施
設

は
、
次

条
第

二
項

の
規

定
に

よ
り

算
定

す
る

地
震

力
（

設
計

基
準

対
象

施
設

の
う

ち
、
地

震
の

発
生

に
よ

っ
て

生
ず

る
お

そ
れ

が
あ

る
そ

の
安

全
機

能
の

喪
失

に
起

因
す

る
放

射
線

に
よ

る
公

衆
へ

の
影

響
の

程
度

が
特

に
大

き
い

も
の
（

以

下
「

耐
震

重
要

施
設

」
と

い
う

。
）

及
び

兼
用

キ
ャ

ス
ク

に
あ

っ
て

は
、
同

条
第

三
項

に
規

定
す

る
基

準
地

震
動

に
よ

る
地

震
力

を
含

む
。
）

が
作

用
し

た
場

合
に

お
い

て
も

当
該

設
計

基
準

対
象

施
設

を
十

分
に

支
持

す
る

こ
と

が
で

き
る

地
盤

に
設

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
た

だ
し

、
兼

用
キ

ャ
ス

ク
に

あ
っ

て

は
、
地

盤
に

よ
り

十
分

に
支

持
さ

れ
な

く
て

も
そ

の
安

全
機

能
が

損
な

わ
れ

な
い

方
法

に
よ

り
設

け
る

こ
と

が
で

き
る

と
き

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

第
１

項
に

つ
い

て
 

耐
震

重
要

施
設

に
つ

い
て

は
，
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

よ
る

地
震

力
が

作
用

し
た

場
合

に
お

い
て

も
，
接

地
圧

に
対

す
る

十
分

な
支

持
力

を
有

す
る

地
盤

に

設
置

す
る

。
 

ま
た

，
上

記
に

加
え

，
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

よ
る

地
震

力
が

作
用

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

弱
面

上
の

ず
れ

が
発

生
し

な
い

こ
と

を
含

め
，

基
準

地
震

動
Ｓ

Ｓ

に
よ

る
地

震
力

に
対

す
る

支
持

性
能

を
有

す
る

地
盤

に
設

置
す

る
。

 

耐
震

重
要

施
設

以
外

の
設

計
基

準
対

象
施

設
に

つ
い

て
は

，
耐

震
重

要
度

分
類

の
各

ク
ラ

ス
に

応
じ

て
算

定
す

る
地

震
力

が
作

用
し

た
場

合
に

お
い

て
も

，
接

地
圧

に
対

す
る

十
分

な
支

持
力

を
有

す
る

地
盤

に
設

置
す

る
。

 

２
 

耐
震

重
要

施
設

及
び

兼
用

キ
ャ

ス
ク

は
、
変

形
し

た
場

合
に

お
い

て
も

そ
の

安
全

機
能

が
損

な
わ

れ

る
お

そ
れ

が
な

い
地

盤
に

設
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

第
２

項
に

つ
い

て
 

耐
震

重
要

施
設

は
，

地
震

発
生

に
伴

う
地

殻
変

動
に

よ
っ

て
生

じ
る

支
持

地
盤

の
傾

斜
及

び
撓

み
並

び
に

地
震

発
生

に
伴

う
建

物
・

構
築

物
間

の
不

等

沈
下

，
液

状
化

や
揺

す
り

込
み

沈
下

等
の

周
辺

地
盤

の
変

状
に

よ
り

，
そ

の
安

全
機

能
が

損
な

わ
れ

る
お

そ
れ

が
な

い
地

盤
に

設
置

す
る

。
 

３
 

耐
震

重
要

施
設

及
び

兼
用

キ
ャ

ス
ク

は
、
変

位
が

生
ず

る
お

そ
れ

が
な

い
地

盤
に

設
け

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

兼
用

キ
ャ

ス
ク

に
あ

っ
て

は
、

地
盤

に
変

位
が

生
じ

て
も

そ
の

安
全

機
能

が
損

な
わ

れ
な

い
方

法
に

よ
り

設
け

る
こ

と
が

で
き

る
と

き
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

第
３

項
に

つ
い

て
 

耐
震

重
要

施
設

は
，

将
来

活
動

す
る

可
能

性
の

あ
る

断
層

等
の

露
頭

が
な

い
地

盤
に

設
置

す
る

。
 

第
四

条
 
地

震
に

よ
る

損
傷

の
防

止
 

耐
震

性
 

 
 

設
計

基
準

対
象

施
設

は
、
地

震
力

に
十

分
に

耐
え

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

第
１

項
に

つ
い

て
 

設
計

基
準

対
象

施
設

は
，

耐
震

重
要

度
分

類
を

Ｓ
ク

ラ
ス

，
Ｂ

ク
ラ

ス
又

は
Ｃ

ク
ラ

ス
に

分
類

し
，

そ
れ

ぞ
れ

に
応

じ
て

設
定

し
た

地
震

力
に

対
し

て
お

お
む

ね
弾

性
範

囲
の

設
計

を
行

う
。

 
炉

心
内

の
燃

料
被

覆
管

の
放

射
性

物
質

の
閉

じ
込

め
の

機
能

に
つ

い
て

は
，

通
常

運
転

時
及

び
運

転
時

の
異

常
な

過
渡

変
化

時
に

生
じ

る
そ

れ
ぞ

れ
の

荷
重

と
，
弾

性
設

計
用
地

震
動

Ｓ
ｄ
に

よ
る

地
震

力
又

は
静

的
地

震
力

の
い

ず
れ

か
大

き
い

方
の

地
震

力
を

組
み

合
わ

せ
た

荷
重

条
件

に
対

し
て

，
炉

心
内

の
燃

料
被

覆
管

の
応

答
が

全
体

的
に

お
お

む
ね

弾
性

状
態

に
と

ど
ま

る
設

計
と

す
る

。
 

な
お

，
耐

震
重

要
度

分
類

及
び

地
震

力
に

つ
い

て
は

，「
第

２
項

に
つ

い
て

」
に

示
す

と
お

り
で

あ
る

。
 

２
 

前
項

の
地

震
力

は
、
地

震
の

発
生

に
よ

っ
て

生
ず

る
お

そ
れ

が
あ

る
設

計
基

準
対

象
施

設
の

安
全

機

能
の

喪
失

に
起

因
す

る
放

射
線

に
よ

る
公

衆
へ

の
影

響
の

程
度

に
応

じ
て

算
定

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

第
２

項
に

つ
い

て
 

設
計

基
準

対
象

施
設

は
，

地
震

に
よ

り
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
安

全
機

能
の

喪
失

（
地

震
に

伴
っ

て
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
津

波
及

び
周

辺
斜

面

の
崩

壊
等

に
よ

る
安

全
機

能
の

喪
失

を
含

む
。）

及
び

そ
れ

に
続

く
放

射
線

に
よ

る
公

衆
へ

の
影

響
を

防
止

す
る

観
点

か
ら

，
各

施
設

の
安

全
機

能
が

喪
失

し
た

場
合

の
影

響
の

相
対

的
な

程
度

に
応

じ
て

，
以

下
の

と
お

り
，

耐
震

重
要

度
分

類
を

Ｓ
ク

ラ
ス

，
Ｂ

ク
ラ

ス
又

は
Ｃ

ク
ラ

ス
に

分
類

し
，

そ
れ

ぞ
れ

に
応

じ
た

地
震

力
を

算
定

す
る

。
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添付２－2 

既
許
可
申
請
書
の
設
計
方
針
（
添
付
書
類
八
）
（

２
／

１
０

）
 

要
求
項
目
 

要
求
事
項
 

設
計
方
針
 

第
四
条
 
地
震
に
よ
る
損
傷
の
防
止
（
つ
づ
き
）
 

耐
震
性
 

２
 
前
項
の
地
震
力
は
、
地
震
の
発
生
に
よ
っ
て
生
ず

る
お

そ
れ

が
あ

る
設

計
基

準
対

象
施

設
の

安
全

機

能
の

喪
失

に
起

因
す

る
放

射
線

に
よ

る
公

衆
へ

の
影

響
の

程
度

に
応

じ
て

算
定

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

(
1)
 
耐
震
重
要
度
分
類
 

Ｓ
ク
ラ
ス
：
地
震
に
よ
り
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
象
に
対
し
て
，
原
子
炉
を
停
止
し
，
炉
心
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
を
持
つ
施
設
，

自
ら
放

射
性
物

質
を

内
蔵
し

て
い

る
施
設

，
当

該
施
設

に
直

接
関
係

し
て

お
り
そ

の
機

能
喪
失

に
よ
り
放
射

性
物

質
を
外

部
に

拡
散

す
る
可
能
性
の
あ
る
施
設
，
こ
れ
ら
の
施
設
の
機
能
喪
失
に
よ
り
事
故
に
至
っ
た
場
合
の
影
響
を
緩
和
し
，
放
射
線
に
よ
る
公
衆
へ
の

影
響
を

軽
減
す

る
た

め
に
必

要
な

機
能
を

持
つ

施
設
，

こ
れ

ら
の
重

要
な

安
全
機

能
を

支
援
す

る
た
め
に
必

要
と

な
る
施

設
及

び
地

震
に
伴

っ
て
発

生
す

る
お
そ

れ
が

あ
る
津

波
に

よ
る
安

全
機

能
の
喪

失
を

防
止
す

る
た

め
に
必

要
と
な
る
施

設
で

あ
っ
て

，
そ

の
影

響
が
大
き
い
も
の
 

Ｂ
ク
ラ
ス
：
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
の
う
ち
，
機
能
喪
失
し
た
場
合
の
影
響
が
Ｓ
ク
ラ
ス
の
施
設
と
比
べ
小
さ
い
施
設
 

Ｃ
ク
ラ
ス

：
Ｓ
ク

ラ
ス
に

属
す
る

施
設
及

び
Ｂ
ク

ラ
ス
に

属
す
る

施
設
以

外
の
一

般
産
業

施
設
又

は
公
共

施
設
と
同
等
の

安
全
性

が
要
求

さ
れ

る
施
設
 

(
2)
 
地
震
力
 

上
記
(1
)
の
Ｓ
ク
ラ
ス
の
施
設
（
津
波
防
護
施
設
，
浸
水
防
止
設
備
及
び
津
波
監
視
設
備
を
除
く
。
），

Ｂ
ク
ラ
ス
及
び
Ｃ
ク
ラ
ス
の
施
設
に
適
用
す
る

地
震
力
は
以
下
の
と
お
り
算
定
す
る
。
 

な
お
，
Ｓ
ク
ラ
ス
の
施
設
に
つ
い
て
は
，
弾
性
設
計
用
地
震
動
Ｓ

ｄ
に
よ
る
地
震
力
又
は
静
的
地
震
力
の
い
ず
れ
か
大
き
い
方
の
地
震
力
を
適
用
す

る
。
 

ａ
．
静
的
地
震
力
 

静
的
地
震
力
は
，
Ｓ
ク
ラ
ス
，
Ｂ
ク
ラ
ス
及
び
Ｃ
ク
ラ
ス
の
施
設
に
適
用
す
る
こ
と
と
し
，
そ
れ
ぞ
れ
耐
震
重
要
度
分
類
に
応
じ
て
次
の
地
震
層
せ

ん
断
力
係
数
Ｃ

ｉ
及
び
震
度
に
基
づ
き
算
定
す
る
。
 

(
a)
 
建
物
・
構
築
物
 

水
平
地
震
力
は
，
地
震
層
せ
ん
断
力
係
数
Ｃ

ｉ
に
，
次
に
示
す
施
設
の
耐
震
重
要
度
分
類
に
応
じ
た
係
数
を
乗
じ
，
さ
ら
に
当
該
層
以
上
の
重

量
を
乗
じ
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

Ｓ
ク
ラ
ス
 
3.
0 

Ｂ
ク
ラ
ス
 
1.
5 

Ｃ
ク
ラ
ス
 
1.
0 

こ
こ
で
，
地
震
層
せ
ん
断
力
係
数
Ｃ

ｉ
は
，
標
準
せ
ん
断
力
係
数
Ｃ

０
を

0
.2

以
上
と
し
，
建
物
・
構
築
物
の
振
動
特
性
，
地
盤
の
種
類
等
を

考
慮
し
て
求
め
ら
れ
る
値
と
す
る
。
 

Ｓ
ク
ラ
ス
の
施
設
に
つ
い
て
は
，
水
平
地
震
力
と
鉛
直
地
震
力
が
同
時
に
不
利
な
方
向
の
組
合
せ
で
作
用
す
る
も
の
と
す
る
。
鉛
直
地
震
力

は
，
震
度

0.
3
以
上
を
基
準
と
し
，
建
物
・
構
築
物
の
振
動
特
性
，
地
盤
の
種
類
等
を
考
慮
し
て
求
め
た
鉛
直
震
度
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
，
鉛
直
震
度
は
高
さ
方
向
に
一
定
と
す
る
。
 

(
b)
 
機
器
・
配
管
系
 

耐
震
重
要
度
分
類
の
各
ク
ラ
ス
の
地
震
力
は
，
上
記
(
a)
に
示
す
地
震
層
せ
ん
断
力
係
数
Ｃ

ｉ
に
施
設
の
耐
震
重
要
度
分
類
に
応
じ
た
係
数
を

乗
じ
た
も
の
を
水
平
震
度
と
し
，
当
該
水
平
震
度
及
び
上
記
(a
)
の
鉛
直
震
度
を
そ
れ
ぞ
れ

2
0％

増
し
と
し
た
震
度
か
ら
求
め
る
も
の
と
す
る
。 

な
お
，
Ｓ
ク
ラ
ス
の
施
設
に
つ
い
て
は
，
水
平
地
震
力
と
鉛
直
地
震
力
は
同
時
に
不
利
な
方
向
の
組
合
せ
で
作
用
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
，
鉛
直
震
度
は
高
さ
方
向
に
一
定
と
す
る
。
 

ｂ
．
弾
性
設
計
用
地
震
動
Ｓ

ｄ
に
よ
る
地
震
力
 

弾
性
設
計
用
地
震
動
Ｓ

ｄ
に
よ
る
地
震
力
は
，
Ｓ
ク
ラ
ス
の
施
設
に
適
用
す
る
。
 

弾
性
設
計
用
地
震
動
Ｓ

ｄ
は
，「

添
付
書
類
六
 
3
. 

地
震
」
に
示
す
基
準
地
震
動
Ｓ

Ｓ
に
工
学
的
判
断
か
ら
求
め
ら
れ
る
係
数

0.
5
を
乗
じ
て
設
定

す
る
。
 

ま
た
，
弾
性
設
計
用
地
震
動
Ｓ

ｄ
に
よ
る
地
震
力
は
，
水
平
２
方
向
及
び
鉛
直
方
向
に
つ
い
て
適
切
に
組
み
合
わ
せ
た
も
の
と
し
て
算
定
す
る
。
 

な
お
，
Ｂ
ク
ラ
ス
の
施
設
の
う
ち
，
共
振
の
お
そ
れ
の
あ
る
施
設
に
つ
い
て
は
，
弾
性
設
計
用
地
震
動
Ｓ

ｄ
に

2
分
の

1
を
乗
じ
た
地
震
動
に
よ
り

そ
の
影
響
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
う
。
当
該
地
震
動
に
よ
る
地
震
力
は
，
水
平
２
方
向
及
び
鉛
直
方
向
に
つ
い
て
適
切
に
組
み
合
わ
せ
て
算
定
す
る
も

の
と
す
る
。
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添付２－3 

既
許
可
申
請
書
の
設
計
方
針
（
添
付
書
類
八
）
（

３
／

１
０

）
 

要
求
項
目
 

要
求
事
項
 

設
計
方
針
 

第
四
条
 
地
震
に
よ
る
損
傷
の
防
止
（
つ
づ
き
）
 

耐
震
性
 

３
 
耐
震
重
要
施
設
は
、
そ
の
供
用
中
に
当
該
耐
震
重

要
施

設
に

大
き

な
影

響
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

が
あ

る

地
震

に
よ

る
加

速
度

に
よ

っ
て

作
用

す
る

地
震

力
（
以
下
「
基
準
地
震
動
に
よ
る
地
震
力
」
と
い
う
。）

に
対

し
て

安
全

機
能

が
損

な
わ

れ
る

お
そ

れ
が

な

い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
３
項
に
つ
い
て
 

耐
震
重
要
施
設
（
津
波
防
護
施
設
，
浸
水
防
止
設
備
及
び
津
波
監
視
設
備
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
，

新
の
科
学
的
・
技
術
的
知
見
を
踏
ま
え
，
敷
地

及
び
敷
地
周
辺
の
地
質
・
地
質
構
造
，
地
盤
構
造
並
び
に
地
震
活
動
性
等
の
地
震
学
及
び
地
震
工
学
的
見
地
か
ら
想
定
す
る
こ
と
が
適
切
な
地
震
動
，
す

な
わ
ち
「

添
付

書
類
六
 
3.
 

地
震

」
に

示
す
基

準
地

震
動
Ｓ

Ｓ
に
よ

る
地
震
力

に
対
し

て
，

安
全
機

能
が
損

な
わ

れ
る

お
そ
れ

が
な

い
よ
う

に
設
計

す
る
。
 

ま
た
，
屋
外
重
要
土
木
構
造
物
，
津
波
防
護
施
設
，
浸
水
防
止
設
備
及
び
津
波
監
視
設
備
並
び
に
浸
水
防
止
設
備
が
設
置
さ
れ
た
建
物
・
構
築
物
に
つ

い
て
は
，
基
準
地
震
動
Ｓ

Ｓ
に
よ
る
地
震
力
に
対
し
て
，
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
及
び
設
備
に
要
求
さ
れ
る
機
能
が
保
持
で
き
る
よ
う
に
設
計
す
る
。
 

基
準
地
震
動
Ｓ

Ｓ
に
よ
る
地
震
力
は
，
基
準
地
震
動
Ｓ

Ｓ
を
用
い
て
，
水
平
２
方
向
及
び
鉛
直
方
向
に
つ
い
て
適
切
に
組
み
合
わ
せ
た
も
の
と
し
て
算
定

す
る
。
 

な
お
，
耐
震
重
要
施
設
は
，
耐
震
重
要
度
分
類
の
下
位
の
ク
ラ
ス
に
属
す
る
施
設
の
波
及
的
影
響
に
よ
っ
て
，
そ
の
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に

設
計
す
る
。
 

４
 
耐
震
重
要
施
設
は
、
前
項
の
地
震
の
発
生
に
よ
っ

て
生

ず
る

お
そ

れ
が

あ
る

斜
面

の
崩

壊
に

対
し

て

安
全

機
能

が
損

な
わ

れ
る

お
そ

れ
が

な
い

も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
４
項
に
つ
い
て
 

耐
震
重
要
施
設
に
つ
い
て
は
，
基
準
地
震
動
Ｓ

Ｓ
に
よ
る
地
震
力
に
よ
っ
て
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
周
辺
の
斜
面
の
崩
壊
に
対
し
て
，
そ
の
安
全
機
能
が

損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
場
所
に
設
置
す
る
。
 

５
 
炉
心
内
の
燃
料
被
覆
材
は
、
基
準
地
震
動
に
よ
る

地
震

力
に

対
し

て
放

射
性

物
質

の
閉

じ
込

め
の

機
能

が
損

な
わ

れ
る

お
そ

れ
が

な
い

も
の

で
な

け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

第
５
項
に
つ
い
て
 

通
常
運

転
時
及

び
運
転
時
の

異
常
な

過
渡

変
化

時
に
生

じ
る
そ

れ
ぞ

れ
の
荷

重
と

基
準

地
震
動

Ｓ
Ｓ
に

よ
る
地

震
力
を
組

み
合

わ
せ
た

荷
重
条

件
に

よ
り
塑
性
ひ
ず
み
が
生
じ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
，
そ
の
量
が
小
さ
な
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
っ
て
破
断
延
性
限
界
に
十
分
な
余
裕
を
有
し
，
放
射
性
物
質
の
閉
じ

込
め
の
機
能
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
設
計
と
す
る
。
 

な
お
，
燃
料
の
機
械
設
計
に
お
い
て
は
，
燃
料
被
覆
管
応
力
，
累
積
疲
労
サ
イ
ク
ル
，
過
度
の
寸
法
変
化
防
止
に
対
す
る
設
計
方
針
を
満
足
す
る
よ
う

に
燃
料
要
素
の
設
計
を
行
う
が
，
上
記
の
設
計
方
針
を
満
足
さ
せ
る
た
め
の
設
計
に
当
た
っ
て
は
，
こ
れ
ら
の
う
ち
燃
料
被
覆
管
へ
の
地
震
力
の
影
響
を

考
慮
す
べ
き
項
目
と
し
て
，
燃
料
被
覆
管
応
力
及
び
累
積
疲
労
サ
イ
ク
ル
を
評
価
項
目
と
す
る
。
評
価
に
お
い
て
は
，
内
外
圧
差
に
よ
る
応
力
，
熱
応
力
，

水
力
振
動
に
よ
る
応
力
，
支
持
格
子
の
接
触
圧
に
よ
る
応
力
等
の
他
，
地
震
に
よ
る
応
力
を
考
慮
し
，
設
計
疲
労
曲
線
と
し
て
は
，
La
ng
e
r-
O'
D
on
n
el
l
 

の
曲
線
を
使
用
す
る
。
 

第
八
条
 
火
災
に
よ
る
損
傷
の
防
止
 

火
災
防
護
 

 
 
設
計
基
準
対
象
施
設
は
、
火
災
に
よ
り
発
電
用
原

子
炉
施
設
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
、
火
災

の
発
生
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
早
期
に

火
災
発
生
を
感
知
す
る
設
備
（
以
下
「
火
災
感
知
設

備
」
と
い
う
。
）
及
び
消
火
を
行
う
設
備
（
以
下
「
消

火
設
備
」
と
い
い
、
安
全
施
設
に
属
す
る
も
の
に
限

る
。
）
並
び
に
火
災
の
影
響
を
軽
減
す
る
機
能
を
有

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
１
項
に
つ
い
て
 

設
計
基
準
対
象
施
設
は
，
火
災
に
よ
り
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
安
全
性
を
損
な
わ
な
い
よ
う
，
火
災
発
生
防
止
，
火
災
感
知
及
び
消
火
並
び
に
火
災
の

影
響
軽
減
の
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。
 

(
1)
 
火
災
発
生
防
止
 

地
震
に
よ
り
火
災
が
発
生
す
る
可
能
性
を
低
減
す
る
た
め
，
安
全
上
の
重
要
度
に
応
じ
た
耐
震
設
計
を
行
う
。
 

(
2)
 
火
災
感
知
及
び
消
火
 

火
災
区
域
又
は
火
災
区
画
の
火
災
感
知
設
備
及
び
消
火
設
備
は
，
安
全
機
能
を
有
す
る
構
築
物
，
系
統
及
び
機
器
の
耐
震
ク
ラ
ス
に
応
じ
て
，
地
震
発

生
時
に
機
能
を
維
持
で
き
る
設
計
と
す
る
。
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添付２－4 

既
許
可
申
請
書
の
設
計
方
針
（
添
付
書
類
八
）
（

４
／

１
０

）
 

要
求
項
目
 

要
求
事
項
 

設
計
方
針
 

第
九
条
 
溢
水
に
よ
る
損
傷
の
防
止
等
 

溢
水
防
護
 

 
 
安
全
施
設
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
内
に
お
け
る

溢
水

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
も

安
全

機
能

を

損
な
わ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
１
項
に
つ
い
て
 

安
全
施
設
は
，
発
電
用
原
子
炉
施
設
内
に
お
け
る
溢
水
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
，
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計
と
す
る
。
 

そ
の
た
め
に
，
発
電
用
原
子
炉
施
設
内
に
お
け
る
溢
水
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
，
原
子
炉
を
高
温
停
止
で
き
，
引
き
続
き
低
温
停
止
及
び
放
射

性
物
質
の
閉
じ
込
め
機
能
を
維
持
で
き
る
設
計
と
す
る
。
ま
た
，
停
止
状
態
に
あ
る
場
合
は
，
引
き
続
き
そ
の
状
態
を
維
持
で
き
る
設
計
と
す
る
。
さ
ら

に
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
お
い
て
は
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
冷
却
機
能
及
び
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
給
水
機
能
を
維
持
で
き
る
設
計
と
す
る
。
 

な
お
，
発
電
用
原
子
炉
施
設
内
に
お
け
る
溢
水
と
し
て
，
発
電
用
原
子
炉
施
設
内
に
設
置
さ
れ
た
機
器
及
び
配
管
の
破
損
（
地
震
起
因
を
含
む
。
），

消
火
系
統
等
の
作
動
又
は
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
ス
ロ
ッ
シ
ン
グ
に
よ
り
発
生
し
た
溢
水
を
考
慮
す
る
。
 

２
 
設
計
基
準
対
象
施
設
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
内

の
放
射
性
物
質
を
含
む
液
体
を
内
包
す
る
容
器
、
配

管
そ

の
他

の
設

備
か

ら
放

射
性

物
質

を
含

む
液

体
が
あ
ふ
れ
出
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
液
体
が
管
理

区
域

外
へ

漏
え

い
し

な
い

も
の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な
い
。
 

第
２
項
に
つ
い
て
 

設
計
基
準
対
象
施
設
は
，
発
電
用
原
子
炉
施
設
内
の
放
射
性
物
質
を
含
む
液
体
を
内
包
す
る
容
器
，
配
管
そ
の
他
の
設
備
か
ら
放
射
性
物
質
を
含
む
液

体
が
あ
ふ
れ
出
た
場
合
に
お
い
て
，
当
該
液
体
が
管
理
区
域
外
へ
漏
え
い
し
な
い
設
計
と
す
る
。
 

第
三
十
八
条
 
重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
地
盤
 

地
盤
の
支
持
 

 
 
重
大
事
故
等
対
処
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
地
盤
に
設
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
１
項
第
１
号
に
つ
い
て
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
が
設
置
さ
れ
る
重
大
事
故
等
対
処
施
設
（
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
除
く
。）

は
，
基
準
地
震
動
Ｓ

Ｓ
に
よ
る

地
震
力
が
作
用
し
た
場
合
に
お
い
て
も
，
接
地
圧
に
対
す
る
十
分
な
支
持
力
を
有
す
る
地
盤
に
設
置
す
る
。
 

ま
た
，
上
記
に
加
え
，
基
準
地
震
動
Ｓ

Ｓ
に
よ
る
地
震
力
が
作
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
弱
面
上
の
ず
れ
が
発
生
し
な
い
こ
と
を
含
め
，
基
準
地
震
動
Ｓ

Ｓ

に
よ
る
地
震
力
に
対
す
る
支
持
性
能
を
有
す
る
地
盤
に
設
置
す
る
。
 

 
一
 
重
大
事
故
防
止
設
備
の
う
ち
常
設
の
も
の
（
以

下
「
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
」
と
い
う
。
）
で

あ
っ
て
、
耐
震
重
要
施
設
に
属
す
る
設
計
基
準
事

故
対

処
設

備
が

有
す

る
機

能
を

代
替

す
る

も
の

（
以
下
「
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
」

と
い
う
。
）
が
設
置
さ
れ
る
重
大
事
故
等
対
処
施

設
（
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
除
く
。
）
 
基

準
地

震
動

に
よ

る
地

震
力

が
作

用
し

た
場

合
に

お
い

て
も

当
該

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

十
分

に
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
盤
 

 
二

 
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

防
止

設
備

が
設

置
さ

れ
る

重
大

事
故
等
対
処
施
設
（
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設

を
除
く
。
）
 
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定

す
る

地
震

力
が

作
用

し
た

場
合

に
お

い
て

も
当

該
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
十

分
に

支
持

す
る

こ
と
が
で
き
る
地
盤
 

第
１
項
第
２
号
に
つ
い
て
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
以
外
の
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
が
設
置
さ
れ
る
施
設
（
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
除
く
。）

は
，
代
替
す
る

機
能
を
有
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
属
す
る
耐
震
重
要
度
分
類
の
各
ク
ラ
ス
に
応
じ
て
算
定
す
る
地
震
力
が
作
用
し
た
場
合
に
お
い
て
も
，
接
地

圧
に
対
す
る
十
分
な
支
持
力
を
有
す
る
地
盤
に
設
置
す
る
。
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添付２－5 

既
許
可
申
請
書
の
設
計
方
針
（
添
付
書
類
八
）
（

５
／

１
０

）
 

要
求
項
目
 

要
求
事
項
 

設
計
方
針
 

第
三
十
八
条
 
重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
地
盤
（
つ
づ
き
）
 

地
盤
の
支
持
 

 
三
 
重
大
事
故
緩
和
設
備
の
う
ち
常
設
の
も
の
（
以

下
「
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
」
と
い
う
。
）
が

設
置
さ
れ
る
重
大
事
故
等
対
処
施
設
（
特
定
重
大

事
故
等
対
処
施
設
を
除
く
。
）
 
基
準
地
震
動
に
よ

る
地

震
力

が
作

用
し

た
場

合
に

お
い

て
も

当
該

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

十
分

に
支

持
す

る
こ

と
が
で
き
る
地
盤
 

第
１
項
第
３
号
に
つ
い
て
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
が
設
置
さ
れ
る
重
大
事
故
等
対
処
施
設
（
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
除
く
。
）
は
，
基
準
地
震
動
Ｓ

Ｓ
に
よ
る
地
震
力
が

作
用
し
た
場
合
に
お
い
て
も
，
接
地
圧
に
対
す
る
十
分
な
支
持
力
を
有
す
る
地
盤
に
設
置
す
る
。
 

ま
た
，
上
記
に
加
え
，
基
準
地
震
動
Ｓ

Ｓ
に
よ
る
地
震
力
が
作
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
弱
面
上
の
ず
れ
が
発
生
し
な
い
こ
と
を
含
め
，
基
準
地
震
動
Ｓ

Ｓ

に
よ
る
地
震
力
に
対
す
る
支
持
性
能
を
有
す
る
地
盤
に
設
置
す
る
。
 

 
四
 
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
 第

四
条
第
二
項

の
規

定
に

よ
り

算
定

す
る

地
震

力
が

作
用

し
た

場
合

及
び

基
準

地
震

動
に

よ
る

地
震

力
が

作
用

し
た

場
合

に
お

い
て

も
当

該
特

定
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
十

分
に

支
持

す
る

こ
と

が
で

き
る

地
盤
 

第
１
項
第
４
号
に
つ
い
て
 

特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
（
一
の
施
設
）（

以
下
，
本
条
文
に
お
い
て
「
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
」
と
い
う
。）

に
つ
い
て
は
，
耐
震
重
要
度
分
類

の
Ｓ
ク
ラ
ス
の
施
設
に
適
用
さ
れ
る
地
震
力
が
作
用
し
た
場
合
に
お
い
て
も
，
接
地
圧
に
対
す
る
十
分
な
支
持
力
を
有
す
る
地
盤
に
設
置
す
る
。
 

ま
た
，
上
記
に
加
え
，
基
準
地
震
動
Ｓ

Ｓ
に
よ
る
地
震
力
が
作
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
弱
面
上
の
ず
れ
が
発
生
し
な
い
こ
と
を
含
め
，
基
準
地
震
動
Ｓ

Ｓ

に
よ
る
地
震
力
に
対
す
る
支
持
性
能
を
有
す
る
地
盤
に
設
置
す
る
。
 

２
 
重
大
事
故
等
対
処
施
設
（
前
項
第
二
号
の
重
大
事

故
等
対
処
施
設
を
除
く
。
次
項
及
び
次
条
第
二
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
は
、
変
形
し
た
場
合
に
お
い
て
も

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

が

損
な

わ
れ

る
お

そ
れ

が
な

い
地

盤
に

設
け

な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
２
項
に
つ
い
て
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
又
は
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
が
設
置
さ
れ
る
重
大
事
故
等
対
処
施
設
（
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
除
く
。
）

は
，
地
震
発
生
に
伴
う
地
殻
変
動
に
よ
っ
て
生
じ
る
支
持
地
盤
の
傾
斜
及
び
撓
み
並
び
に
地
震
発
生
に
伴
う
建
物
・
構
築
物
間
の
不
等
沈
下
，
液
状
化
及

び
揺
す
り
込
み
沈
下
等
の
周
辺
地
盤
の
変
状
に
よ
り
，
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
地
盤
に
設
置
す
る
。 

特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
は
，
地
震
発
生
に
伴
う
地
殻
変
動
に
よ
っ
て
生
じ
る
支
持
地
盤
の
傾
斜
及
び
撓
み
並
び
に
地
震
発
生
に
伴
う
建
物
・
構
築

物
間
の
不
等
沈
下
，
液
状
化
，
揺
す
り
込
み
沈
下
等
の
周
辺
地
盤
の
変
状
に
よ
り
，
原
子
炉
建
屋
へ
の
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ

リ
ズ
ム
に
対
し
て
そ
の
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
地
盤
に
設
置
す
る
。
 

３
 
重
大
事
故
等
対
処
施
設
は
、
変
位
が
生
ず
る
お
そ

れ
が
な
い
地
盤
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
３
項
に
つ
い
て
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
又
は
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
が
設
置
さ
れ
る
重
大
事
故
等
対
処
施
設
（
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
除
く
。
）

は
，
将
来
活
動
す
る
可
能
性
の
あ
る
断
層
等
の
露
頭
が
な
い
地
盤
に
設
置
す
る
。
 

特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
は
，
将
来
活
動
す
る
可
能
性
の
あ
る
断
層
等
の
露
頭
が
な
い
地
盤
に
設
置
す
る
。
 

な
お
，「

第
１
項
第
１
号
～
第
３
項
に
つ
い
て
」
に
お
け
る
重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
設
備
分
類
に
つ
い
て
は
，
第
三
十
九
条
の
「
適
合
の
た
め
の
設
計

方
針
」
の
「
第
１
項
に
つ
い
て
」
に
お
け
る
「
Ⅰ
．
設
備
分
類
」
に
よ
る
。
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添付２－6 

既
許
可
申
請
書
の
設
計
方
針
（
添
付
書
類
八
）
（

６
／

１
０

）
 

要
求
項
目
 

要
求
事
項
 

設
計
方
針
 

第
三
十
九
条
 
地
震
に
よ
る
損
傷
の
防
止
 

耐
震
性
 

 
 
重
大
事
故
等
対
処
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
要
件
を
満
た

す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
一

 
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止
設

備
が

設
置

さ
れ
る
重
大
事
故
等
対
処
施
設
（
特
定
重
大
事
故

等
対
処
施
設
を
除
く
。）

 基
準
地
震
動
に
よ
る
地

震
力

に
対

し
て

重
大

事
故

に
至

る
お

そ
れ

が
あ

る
事

故
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

が
損

な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 
二

 
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

防
止

設
備

が
設

置
さ

れ
る

重
大

事
故
等
対
処
施
設
（
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設

を
除
く
。
）
 
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定

す
る

地
震

力
に

十
分

に
耐

え
る

こ
と

が
で

き
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 
三

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
が

設
置

さ
れ

る
重

大
事
故
等
対
処
施
設
（
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施

設
を
除
く
。
）
 
基
準
地
震
動
に
よ
る
地
震
力
に
対

し
て

重
大

事
故

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
が

損
な

わ
れ

る
お

そ
れ

が
な

い
も

の
で

あ
る

こ
と
。
 

 
四
 
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
 第

四
条
第
二
項

の
規

定
に

よ
り

算
定

す
る

地
震

力
に

十
分

に
耐

え
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
基
準
地
震
動
に
よ
る

地
震

力
に

対
し

て
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
が

損
な

わ
れ

る
お

そ
れ

が
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

第
１
項
に
つ
い
て
 

重
大
事
故
等
対
処
施
設
に
つ
い
て
，
施
設
の
各
設
備
が
有
す
る
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
及
び
設
置
状
態
を
踏
ま
え
て
「
Ⅰ
．
設

備
分
類
」
の
と
お
り
分
類
し
，
設
備
分
類
に
応
じ
て
「
Ⅱ
．
設
計
方
針
」
に
示
す
設
計
方
針
に
従
っ
て
耐
震
設
計
を
行
う
。
耐
震
設
計
に
お
い
て
適
用
す

る
地
震
動
及
び
当
該
地
震
動
に
よ
る
地
震
力
等
に
つ
い
て
は
，
設
計
基
準
対
象
施
設
の
も
の
を
設
備
分
類
に
応
じ
て
適
用
す
る
。
 

な
お
，「

Ⅱ
．
設
計
方
針
」
の
(1
)，

(
2)
，
(3
)及

び
(
4)
に
示
す
設
計
方
針
が
，
そ
れ
ぞ
れ
第
１
項
の
第
一
号
，
第
二
号
，
第
三
号
及
び
第
四
号
の
要
求

事
項
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

 Ⅰ
．
設
備
分
類
 

(
1)
 
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
う
ち
，
重
大
事
故
に
至
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
故
が
発
生
し
た
場
合
で
あ
っ
て
，
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
の
安
全
機
能

又
は
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
冷
却
機
能
若
し
く
は
注
水
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
，
そ
の
喪
失
し
た
機
能
（
重
大
事
故
に
至
る
お
そ
れ
が
あ

る
事

故
に
対
処
す
る

た
め
に
必
要

な
機
能
に

限
る

。）
を
代
替
す

る
こ
と
に
よ
り
重

大
事
故
の
発
生

を
防
止
す
る

機
能
を
有

す
る
設
備
で
あ

っ
て
常

設
の
も
の
。
 

ａ
．
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
で
あ
っ
て
，
耐
震
重
要
施
設
に
属
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
有
す
る
機
能
を
代
替
す
る
も
の
。
 

ｂ
．
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
以
外
の
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
で
あ
っ
て
，
ａ
．
以
外
の
も
の
。
 

(
2)
 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
う
ち
，
重
大
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
，
当
該
重
大
事
故
の
拡
大
を
防
止
し
，
又
は
そ
の
影
響
を
緩
和
す
る
た

め
の
機
能
を
有
す
る
設
備
で
あ
っ
て
常
設
の
も
の
。
 

(
3)
 
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
 

重
大
事

故
等

対
処
施

設
の

う
ち
，

故
意
に

よ
る

大
型

航
空
機

の
衝

突
そ
の

他
の
テ

ロ
リ

ズ
ム

に
よ
り

炉
心

の
損
傷
が
発
生

す
る

お
そ

れ
が
あ

る
場

合
又

は
炉
心
の
著

し
い
損

傷
が

発
生
し

た
場

合
に
お

い
て

，
原
子

炉
格

納
容
器

の
破

損
に
よ

る
工

場
等
外

へ
の
放
射
性

物
質

の
異
常

な
水

準
の

放
出
を
抑
制
す
る
た
め
の
も
の
。
 

 Ⅱ
．
設
計
方
針
 

(
1)
 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
が
設
置
さ
れ
る
重
大
事
故
等
対
処
施
設
 

基
準
地
震
動
Ｓ

Ｓ
に
よ
る
地
震
力
に
対
し
て
，
重
大
事
故
に
至
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
故
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ

が
な
い
よ
う
に
設
計
す
る
。
 

(
2)
 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
以
外
の
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
が
設
置
さ
れ
る
重
大
事
故
等
対
処
施
設
 

代
替
す
る

機
能
を

有
す
る

設
計
基

準
事
故

対
処
設

備
の
耐

震
重
要

度
分
類

の
ク
ラ

ス
に
適

用
さ
れ

る
地
震

力
に
十
分
に
耐

え
る
こ

と
が
で

き
る

よ
う
に
設
計
す
る
。
 

(
3)
 
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
が
設
置
さ
れ
る
重
大
事
故
等
対
処
施
設
 

基
準
地
震
動
Ｓ

Ｓ
に
よ
る
地
震
力
に
対
し
て
，
重
大
事
故
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
設
計
す
る
。
 

な
お
，
上
記

設
計
に
お

い
て
適
用

す
る
動

的
地
震
力

は
，
水
平

２
方
向
及

び
鉛
直

方
向
に
つ

い
て
適
切

に
組
み
合
わ
せ
た

も
の
と
し

て
算
定

す

る
。
 

ま
た
，
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
又
は
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
が
設
置
さ
れ
る
重
大
事
故
等
対
処
施
設
は
，
Ｂ
ク
ラ
ス
及
び
Ｃ
ク
ラ

ス
の
施
設
，
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
以
外
の
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
が
設
置
さ
れ
る
重
大
事
故
等
対
処
施
設
，
可
搬
型
重
大
事
故
等

対
処

設
備
，
常
設
重
大
事

故
防
止
設

備
及
び

常
設
重
大

事
故
緩
和

設
備
の
い

ず
れ
に

も
属
さ
な

い
常
設
の

重
大
事
故

等
対
処

施
設
の
波

及
的
影

響
に
よ
っ
て
，
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
を
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
設
計
す
る
。
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添付２－7 

既
許
可
申
請
書
の
設
計
方
針
（
添
付
書
類
八
）
（

７
／

１
０

）
 

要
求
項
目
 

要
求
事
項
 

設
計
方
針
 

第
三
十
九
条
 
地
震
に
よ
る
損
傷
の
防
止
（
つ
づ
き
）
 

耐
震
性
 

 
 
重
大
事
故
等
対
処
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
要
件
を
満
た

す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
一

 
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止
設

備
が

設
置

さ
れ
る
重
大
事
故
等
対
処
施
設
（
特
定
重
大
事
故

等
対
処
施
設
を
除
く
。）

 基
準
地
震
動
に
よ
る
地

震
力

に
対

し
て

重
大

事
故

に
至

る
お

そ
れ

が
あ

る
事

故
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

が
損

な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 
二

 
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

防
止

設
備

が
設

置
さ

れ
る

重
大

事
故
等
対
処
施
設
（
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設

を
除
く
。
）
 
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定

す
る

地
震

力
に

十
分

に
耐

え
る

こ
と

が
で

き
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 
三

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
が

設
置

さ
れ

る
重

大
事
故
等
対
処
施
設
（
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施

設
を
除
く
。
）
 
基
準
地
震
動
に
よ
る
地
震
力
に
対

し
て

重
大

事
故

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
が

損
な

わ
れ

る
お

そ
れ

が
な

い
も

の
で

あ
る

こ
と
。
 

 
四
 
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
 第

四
条
第
二
項

の
規

定
に

よ
り

算
定

す
る

地
震

力
に

十
分

に
耐

え
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
基
準
地
震
動
に
よ
る

地
震

力
に

対
し

て
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
が

損
な

わ
れ

る
お

そ
れ

が
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

(
4)
 
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
（
一
の
施
設
）
 

                               

２
 
重
大
事
故
等
対
処
施
設
は
、
第
四
条
第
三
項
の
地

震
の

発
生

に
よ

っ
て

生
ず

る
お

そ
れ

が
あ

る
斜

面
の

崩
壊

に
対

し
て

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

が
損

な
わ

れ
る

お
そ

れ
が

な
い

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
２
項
に
つ
い
て
 

常
設
耐

震
重
要

重
大
事
故
防

止
設
備

又
は

常
設

重
大
事

故
緩
和

設
備

が
設
置

さ
れ

る
重

大
事
故

等
対
処

施
設

に
つ
い

て
は

，
基

準
地
震

動
Ｓ

Ｓ
に
よ

る
地
震
力
に
よ
っ
て
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
周
辺
斜
面
の
崩
壊
に
対
し
て
，
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い

場
所
に
設
置
す
る
。
 

特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
（
一
の
施
設
）
に
つ
い
て
は
，
基
準
地
震
動
Ｓ

Ｓ
に
よ
る
地
震
力
に
よ
っ
て
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
周
辺
斜
面
の
崩
壊
に
対

し
て
，
原
子
炉
建
屋
へ
の
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
対
し
て
そ
の
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
が
損

な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
場
所
に
設
置
す
る
。
 

 
 

本
箇

所
の

記
載

内
容

は
機

密
に

係
る
事

項
を

含
む

た
め

，
東

海
第
二

発
電

所
審

査
資

料
S
-
2
-
1
参
考

「
東

海
第

二
発

電
所

 
標

準
応

答
ス

ペ
ク

ト
ル

の
規

制
へ

の
取

り
入

れ
に

伴
う

改
正

規
則

等
へ

の
適

合
性

に
つ

い
て

（
機

密
情

報
記

載
箇

所
抜

粋
）」

に
示

す
。
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添付２－8 

既
許
可
申
請
書
の
設
計
方
針
（
添
付
書
類
八
）
（

８
／

１
０

）
 

要
求
項
目
 

要
求
事
項
 

設
計
方
針
 

第
四
十
一
条
 
火
災
に
よ
る
損
傷
の
防
止
 

火
災
防
護
 

 
重
大
事
故
等
対
処
施
設
は
、
火
災
に
よ
り
重
大

事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
を
損
な

う
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
、
火
災
の
発
生
を
防
止
す

る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
火
災
感
知
設
備
及
び
消

火
設
備
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
１
項
に
つ
い
て
 

重
大
事
故
等
対
処
施
設
は
火
災
に
よ
り
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
火
災
発
生
防
止
，
火
災
感
知

及
び
消
火
の
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。
 

(
1)
 
火
災
の
発
生
防
止
 

地
震
に
よ
り
火
災
が
発
生
す
る
可
能
性
を
低
減
す
る
た
め
，
重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
区
分
に
応
じ
た
耐
震
設
計
を
行
う
。
 

(
2)
 
火
災
感
知
及
び
消
火
 

火
災
区
域
又
は
火
災
区
画
の
火
災
感
知
設
備
及
び
消
火
設
備
は
，
重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
区
分
に
応
じ
て
，
地
震
発
生
時
に
機
能
を
維
持
で
き
る
設

計
と
す
る
。
 

第
四
十
二
条
 
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
 

特
定
重
大
事
故
等
対
処

施
設
 

 
 
工
場
等
に
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特

定
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

け
な

け
れ

ば
な

ら

な
い
。
 

 
一

 
原

子
炉

建
屋

へ
の

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

に
対

し
て

そ
の

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

が
損

な
わ

れ
る

お
そ

れ
が

な
い

も
の

で
あ

る
こ

と
。
 

第
１
項
第
１
号
に
つ
い
て
 

特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
構
成
す
る
設
備
は
，
発
電
用
原
子
炉
施
設
（
一
部
の
敷
地
を
共
有
す
る
東
海
発
電
所
内
の
発
電
用
原
子
炉
施
設
を
含
む
。）

内
の
他
の
設
備
（
設
計
基
準
対
象
施
設
及
び
重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
当
該
の
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
構
成
す
る
も
の
を
除
く
。
）
）
に
対
し
て
悪

影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
設
計
と
す
る
。
 

具
体
的
に
は
，
地
震
に
よ
る
影
響
に
対
し
て
は
，
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
構
成
す
る
設
備
は
，
地
震
，
地
震
に
よ
る
火
災
及
び
溢
水
に
よ
り
他

の
設
備
へ
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
設
計
す
る
。
 

地
震
に
対
す
る
耐
震
設
計
に
つ
い
て
は
，
「
1
.3
.
3 

特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
耐
震
設
計
」
に
示
す
。
 

第
四
十
三
条
 
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
 
 
 
重
大
事
故
等
対
処
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
五

 
工

場
等

内
の

他
の

設
備

に
対

し
て

悪
影

響
を

及
ぼ
さ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

第
１
項
第
５
号
に
つ
い
て
 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
は
発
電
用
原
子
炉
施
設
（
隣
接
す
る
発
電
所
を
含
む
。
）
内
の
他
の
設
備
（
設
計
基
準
対
象
施
設
及
び
当
該
重
大
事
故
等
対
処
設

備
以
外
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
に
対
し
て
地
震
に
よ
る
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
設
計
と
す
る
。
 

３
 
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
関
し
て
は
、
第

一
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
三
 
常
設
設
備
と
接
続
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
共

通
要

因
に

よ
っ

て
接

続
す

る
こ

と
が

で
き

な
く

な
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
可
搬
型
重
大
事
故

等
対
処
設
備
（
原
子
炉
建
屋
の
外
か
ら
水
又
は
電

力
を
供
給
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
接
続
口
を
そ

れ
ぞ

れ
互

い
に

異
な

る
複

数
の

場
所

に
設

け
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

第
３
項
第
３
号
に
つ
い
て
 

原
子
炉
建
屋
の
外
か
ら
水
又
は
電
力
を
供
給
す
る
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
常
設
設
備
と
の
接
続
口
は
，
共
通
要
因
に
よ
っ
て
接
続
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
，
そ
れ
ぞ
れ
互
い
に
異
な
る
複
数
の
場
所
に
設
置
す
る
設
計
と
す
る
。
 

環
境
条
件
に
対
し
て
は
，
想
定
さ
れ
る
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
温
度
，
放
射
線
，
荷
重
及
び
そ
の
他
の
使
用
条
件
に
お
い
て
，
そ
の

機
能
を
確
実
に
発
揮
で
き
る
設
計
と
す
る
と
と
も
に
，
接
続
口
は
，
建
屋
等
内
及
び
建
屋
等
壁
面
の
適
切
に
離
隔
し
た
隣
接
し
な
い
位
置
に
複
数
箇
所
設

置
す
る
。
重
大
事
故
等
時
の
環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性
に
つ
い
て
は
「
1.
1.
7
.3
 
環
境
条
件
等
」
に
記
載
す
る
。
 

地
震
に
対
し
て
接
続
口
は
，
「
1
.9
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
変
更
許
可
申
請
に
係
る
安
全
設
計
の
方
針
」
に
基
づ
く
地
盤
上
の
建
屋
等
内
又
は
建
屋
等
壁

面
に
複
数
箇
所
設
置
す
る
。
ま
た
，
接
続
口
は
，
「
1
.3
.
2 

重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
耐
震
設
計
」
に
基
づ
く
設
計
と
す
る
。
 

溢
水
に
対
し
て
は
，
想
定
さ
れ
る
溢
水
水
位
に
対
し
て
機
能
を
喪
失
し
な
い
位
置
に
設
置
す
る
。
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添付２－9 

既
許
可
申
請
書
の
設
計
方
針
（
添
付
書
類
八
）
（

９
／

１
０

）
 

要
求
項
目
 

要
求
事
項
 

設
計
方
針
 

第
四
十
三
条
 
重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
つ
づ
き
）
 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
 
 
五
 
地
震
、
津
波
そ
の
他
の
自
然
現
象
又
は
故
意

に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ
リ

ズ
ム
に
よ
る
影
響
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備

及
び
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
配
置
そ
の
他
の

条
件
を
考
慮
し
た
上
で
常
設
重
大
事
故
等
対
処

設
備
と
異
な
る
保
管
場
所
に
保
管
す
る
こ
と
。
 

第
３
項
第
５
号
に
つ
い
て
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
は
，
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
等
又
は
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
と
共
通
要
因
に
よ
っ
て
同
時
に
そ
の
機
能
が
損
な
わ
れ

る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
，
共
通
要
因
の
特
性
を
踏
ま
え
，
可
能
な
限
り
多
様
性
，
独
立
性
，
位
置
的
分
散
を
考
慮
し
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
設
計
と
す

る
。
 

ま
た
，
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
は
，
地
震
，
津
波
（
敷
地
に
遡
上
す
る
津
波
を
含
む
。
）
，
そ
の
他
の
自
然
現
象
又
は
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機

の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
，
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
等
及
び
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
配
置
そ
の
他
の
条
件
を
考
慮
し
た
上
で
常
設
重
大
事
故
等

対
処
設
備
と
異
な
る
保
管
場
所
に
保
管
す
る
設
計
と
す
る
。
 

環
境
条
件
に
対
し
て
は
，
想
定
さ
れ
る
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
温
度
，
放
射
線
，
荷
重
及
び
そ
の
他
の
使
用
条
件
に
お
い
て
，
可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備
が

そ
の

機
能
を

確
実
に

発
揮

で
き

る
設
計

と
す

る
。
重

大
事
故

等
時

の
環

境
条
件

に
お

け
る
健

全
性
に

つ
い

て
は

「
1
.1
.
7.
3
 

環
境
条
件
等
」
に
記
載
す
る
。
 

地
震
に
対
し
て
，
屋
内
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
は
，
「
1
.9
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
変
更
許
可
申
請
に
係
る
安
全
設
計
の
方
針
」
に
基
づ
く
地

盤
上
に
設
置
す
る
建
屋
内
に
保
管
す
る
。
屋
外
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
は
，
転
倒
し
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
，
又
は
必
要
に
よ
り
固
縛
等
の
処

置
を
す
る
と
と
も
に
，
地
震
に
よ
り
生
ず
る
敷
地
下
斜
面
の
す
べ
り
，
液
状
化
又
は
揺
す
り
込
み
に
よ
る
不
等
沈
下
，
傾
斜
及
び
浮
き
上
が
り
，
地
盤
支

持
力
の
不
足
，
地
中
埋
設
構
造
物
の
損
壊
等
の
影
響
に
よ
り
必
要
な
機
能
を
喪
失
し
な
い
位
置
に
保
管
す
る
設
計
と
す
る
。
ま
た
，
可
搬
型
重
大
事
故
等

対
処
設
備
は
，「

1.
3
.2
 
重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
耐
震
設
計
」
に
基
づ
く
設
計
と
す
る
。
 

 
六
 
想
定
さ
れ
る
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合

に
お
い
て
、
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を

運
搬
し
、
又
は
他
の
設
備
の
被
害
状
況
を
把
握

す
る
た
め
、
工
場
等
内
の
道
路
及
び
通
路
が
確

保
で
き
る
よ
う
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
。
 

第
３
項
第
６
号
に
つ
い
て
 

想
定
さ
れ
る
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
，
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
運
搬
し
，
又
は
他
の
設
備
の
被
害
状
況
を
把
握
す
る
た
め
，

発
電
所
内
の
道
路
及
び
通
路
が
確
保
で
き
る
よ
う
，
以
下
の
設
計
と
す
る
。
 

屋
外
及
び
屋
内
に
お
い
て
，
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
は
，
自
然
現
象
，
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
安
全
性
を
損
な
わ
せ
る
原
因
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
象
で

あ
っ
て
人
為
に
よ
る
も
の
，
溢
水
及
び
火
災
を
想
定
し
て
も
，
運
搬
，
移
動
に
支
障
を
来
す
こ
と
の
な
い
よ
う
，
迂
回
路
も
考
慮
し
て
複
数
の
ア
ク
セ
ス

ル
ー
ト
を
確
保
す
る
。
 

な
お
，
想
定
さ
れ
る
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
屋
外
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
は
，
基
準
津
波
の
影
響
を
受
け
な
い
防
潮
堤
内
に
，
基
準
地
震
動
Ｓ

Ｓ
及
び
敷
地
に
遡
上
す
る
津
波
の
影
響
を
受
け
な
い
ル
ー
ト
を
少
な
く
と
も
１
つ
確
保
す
る
。
 

屋
外
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
に
対
す
る
地
震
に
よ
る
影
響
（
周
辺
構
造
物
等
の
損
壊
，
周
辺
斜
面
の
崩
壊
及
び
道
路
面
の
す
べ
り
），

そ
の
他
自
然
現
象
に
よ

る
影
響
（
風
（
台
風
）
及
び
竜
巻
に
よ
る
飛
来
物
，
積
雪
並
び
に
火
山
の
影
響
）
を
想
定
し
，
複
数
の
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
の
中
か
ら
状
況
を
確
認
し
，
早
期

に
復
旧
可
能
な
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
を
確
保
す
る
た
め
，
障
害
物
を
除
去
可
能
な
ホ
イ
ー
ル
ロ
ー
ダ
を

1
セ
ッ
ト

2
台
使
用
す
る
。
ホ
イ
ー
ル
ロ
ー
ダ
の
保

有
数
は
，
1
セ
ッ
ト

2
台
，
故
障
時
及
び
保
守
点
検
に
よ
る
待
機
除
外
時
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
用
と
し
て

3
台
の
合
計

5
台
を
分
散
し
て
保
管
す
る
。
ま
た
，

地
震
に
よ
る
屋
外
タ
ン
ク
か
ら
の
溢
水
及
び
降
水
に
対
し
て
は
，
道
路
上
へ
の
自
然
流
下
も
考
慮
し
た
上
で
，
通
行
へ
の
影
響
を
受
け
な
い
箇
所
に
ア
ク

セ
ス
ル
ー
ト
を
確
保
す
る
設
計
と
す
る
。
 

屋
外
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
は
，
地
震
の
影
響
に
よ
る
周
辺
斜
面
の
崩
壊
及
び
道
路
面
の
す
べ
り
で
崩
壊
土
砂
が
広
範
囲
に
到
達
す
る
こ
と
を
想
定
し
た
上

で
，
ホ
イ
ー
ル
ロ
ー
ダ
に
よ
る
崩
壊
箇
所
の
復
旧
又
は
迂
回
路
の
通
行
を
行
う
こ
と
で
，
通
行
性
を
確
保
で
き
る
設
計
と
す
る
。
ま
た
，
不
等
沈
下
等
に

伴
う
段
差
の
発
生
が
想
定
さ
れ
る
箇
所
に
お
い
て
は
，
段
差
緩
和
対
策
等
を
行
う
設
計
と
す
る
。
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添付２－10 

既
許
可
申
請
書
の
設
計
方
針
（
添
付
書
類
八
）
（

１
０

／
１

０
）

 
要
求
項
目
 

要
求
事
項
 

設
計
方
針
 

第
五
十
七
条
 
電
源
設
備
 

電
源
設
備
 

２
 
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
は
、
第
三
十
三
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
非
常
用
電
源
設
備

及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
電
源
設
備

の
ほ
か
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
の
電
源
が
喪

失
し
た
こ
と
に
よ
り
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場

合
に
お
い
て
炉
心
の
著
し
い
損
傷
、
原
子
炉
格
納

容
器
の
破
損
、
貯
蔵
槽
内
燃
料
体
等
の
著
し
い
損

傷
及
び
運
転
停
止
中
原
子
炉
内
燃
料
体
の
著
し
い

損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
常
設
の
直
流
電
源
設
備

を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
２
項
に
つ
い
て
 

所
内
常
設
直
流
電
源
設
備
（
３
系
統
目
）
は
，
特
に
高
い
信
頼
性
を
有
す
る
直
流
電
源
設
備
と
す
る
た
め
，
安
全
機
能
の
重
要
度
分
類
ク
ラ
ス
１
相
当

の
設
計
と
し
，
耐
震
設
計
に
お
い
て
は
，
蓄
電
池
（
３
系
統
目
）
及
び
そ
の
電
路
は
，
基
準
地
震
動
Ｓ

Ｓ
に
よ
る
地
震
力
に
対
し
て
，
重
大
事
故
等
に
対
処

す
る
た
め

に
必

要
な
機
能
が
損

な
わ

れ
る

お
そ
れ

が
な

い
こ
と

に
加
え

，
弾

性
設

計
用
地

震
動

Ｓ
ｄ
に
よ

る
地

震
力
又
は

静
的
地

震
力

の
い
ず

れ
か
大

き
い
方
の
地
震
力
に
対
し
て
，
お
お
む
ね
弾
性
状
態
に
と
ど
ま
る
範
囲
で
耐
え
ら
れ
る
よ
う
に
設
計
す
る
。
 

第
六
十
一
条
 
緊
急
時
対
策
所
 

緊
急
時
対
策
所
 

 
 

第
三

十
四

条
の

規
定

に
よ

り
設

置
さ

れ
る

緊
急

時
対
策
所
は
、
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お

い
て

も
当

該
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
の

適

切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
一

 
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

要
員

が
と

ど
ま

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 
二

 
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
が
で
き
る
よ
う
、
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た

め
に

必
要

な
情

報
を

把
握

で
き

る
設

備
を

設
け

た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 
三

 
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

内
外

の
通

信
連

絡
を

す
る

必
要

の
あ

る
場

所
と

通
信

連
絡

を
行

う
た

め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

緊
急
時
対
策
所
は
，
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
，
当
該
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
，

そ
の
機
能
に
係
る
設
備
を
含
め
，
基
準
地
震
動
Ｓ

Ｓ
に
よ
る
地
震
力
に
対
し
，
機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計
と
す
る
。
地
震
に
対
し
て
は
，「

1.
3
.2
 
重
大
事

故
等
対
処
施
設
の
耐
震
設
計
」
に
基
づ
く
設
計
と
す
る
。
 

２
 
緊
急
時
対
策
所
は
、
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た

め
に

必
要

な
数

の
要

員
を

収
容

す
る

こ
と

が
で

き

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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添付３－1 

「
標

準
応

答
ス

ペ
ク

ト
ル

の
規

制
へ

の
取

り
入

れ
」

に
伴

う
 

「
実

用
発

電
用

原
子

炉
に

係
る

発
電

用
原

子
炉

設
置

者
の

重
大

事
故

の
発

生
及

び
拡

大
の

防
止

に
必

要
な

措
置

を
 

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

技
術

的
能

力
に

係
る

審
査

基
準

」
に

係
る

整
理

表
（

１
／

６
）

 

要
求

項
目

 
要

求
事

項
 

関
係

要
否

 
要

：
○

，
否

：
×

 
備

考
 

１
．

 
重

大
事

故
等

対
策

に
お

け
る

要
求

事
項

 

１
．

０
 

共
通

事
項

 

○
 

本
項

目
の

う
ち

，
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
及

び
保

管
場

所
の

要
求

事
項

は
，

既
許

可
申

請
書

の
本

文
十

号
に

お
い

て
耐

震
性

に
関

係
す

る
記

載
が

あ
る

が
，
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ

の
追

加
に

よ
り

，
そ

れ
ら

の
設

計
方

針
に

変
更

は
な

く
，
共

通
事

項
に

係
る

既
設

置
許

可
の

基
準

適
合

性
確

認
結

果
に

影
響

を
与

え
る

も
の

で
は

な
い

。
 

 ＜
参

考
：

既
許

可
申

請
書

の
本

文
十

号
よ

り
一

部
抜

粋
＞

 

ハ
 

重
大

事
故

に
至

る
お

そ
れ

が
あ

る
事

故
又

は
重

大
事

故
 
事

故
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

施
設

及
び

体
制

並
び

に
発

生
す

る
と

想
定

さ
れ

る
事

故
の

程
度

及
び

影
響

の

評
価

を
行

う
た

め
に

設
定

し
た

条
件

及
び

そ
の

評
価

の
結

果
 

(
1)

 
重

大
事

故
の

発
生

及
び

拡
大

の
防

止
に

必
要

な
措

置
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

技
術

的
能

力
 

(
ｉ

)
 

重
大

事
故

等
対

策
 

ａ
．

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

係
る

事
項

 

(
b)

 
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
 

～
略

～
 

屋
外

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
に

対
す

る
地

震
に

よ
る

影
響

（
周

辺
構

造
物

等
の

損
壊

，
周

辺
斜

面
の

崩
壊

及
び

道
路

面
の

す
べ

り
，

液
状

化
及

び
揺

す
り

込
み

に
よ

る
不

等
沈

下
，

液
状

化
に

伴
う

浮
き

上
が

り
並

び
に

地
中

埋
設

構
造

物
の

損
壊

），
風
（

台
風

）
及

び
竜

巻
に

よ
る

飛
来

物
，
積

雪
並

び
に

火
山

の
影

響
を

想
定

し
，

複
数

の
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
中

か
ら

状
況

を
確

認
し

，
早

期
に

復
旧

可
能

な
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

を
確

保
す

る
た

め
，

障
害

物
を

除
去

可
能

な
ホ

イ
ー

ル
ロ

ー
ダ

等
の

重
機

を
保

管
，
使

用
し

，
そ

れ
を

運
転

で
き

る
要

員
を

確
保

す
る

。
 

ま
た

，
地

震
に

よ
る

屋
外

タ
ン

ク
か

ら
の

溢
水

及
び

降
水

に
対

し
て

，
道

路
上

へ
の

自
然

流
下

も
考

慮
し

た
上

で
，

溢
水

に
よ

る
通

行
へ

の
影

響
を

受
け

な
い

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

確
保

す
る

。
 

津
波

の
影

響
に

つ
い

て
は

，
防

潮
堤

内
に

設
置

し
基

準
津

波
の

影
響

を
受

け
ず

，
ま
た

，
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

対
し

て
影

響
を

受
け

な
い

若
し

く
は

重
機

等
に

よ
る

復
旧

を
す

る
こ

と
に

よ
り

，
複

数
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

確
保

す
る

。 
 

 
（

１
）

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

係
る

要
求

事
項

 

①
切

替
え

の
容

易
性

 
発

電
用

原
子

炉
設

置
者

に
お

い
て

、
本

来
の

用
途

以
外

の
用

途
と

し
て

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
使

用
す

る
設

備
に

あ
っ

て
は

、
通

常
時

に
使

用
す

る
系

統
か

ら
速

や
か

に
切

り
替

え
る

た
め

に
必

要
な

手
順

等
が

適
切

に
整

備
さ

れ
て

い
る

か
、
又

は
整

備
さ

れ
る

方
針

が
適

切
に

示
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
 

②
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
 

発
電

用
原

子
炉

設
置

者
に

お
い

て
、
想

定
さ

れ
る

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

運
搬

し
、
又

は
他

の
設

備
の

被
害

状
況
を

把
握

す
る

た
め

、
工

場
又

は
事

業
所

（
以

下
「

工
場

等
」
と

い
う

。
）
内

の
道

路
及

び
通

路
が

確
保

で
き

る
よ

う
、
実

効
性

の
あ

る
運

用
管

理
を

行
う

方
針

で
あ

る
こ

と
。

 

 
（

２
）

復
旧

作
業

に
係

る
要

求
事

項
 

①
予

備
品

等
の

確
保

 
発

電
用

原
子

炉
設

置
者

に
お

い
て

、
重

要
安

全
施

設
（

設
置

許
可

基
準

規
則

第
２

条
第

９
号

に
規

定
す

る
重

要
安

全
施

設
を

い
う

。）
の

取
替

え
可

能
な

機
器

及
び

部
品
等

に
つ

い
て

、
適

切
な

予
備

品
及

び
予

備
品

へ
の

取
替

の
た

め
に

必
要

な
機

材
等

を
確

保
す

る
方

針
で

あ
る

こ
と

。
 

②
保

管
場

所
 

発
電

用
原

子
炉

設
置

者
に

お
い

て
、
上

記
予

備
品

等
を

、
外

部
事

象
の

影
響

を
受

け
に

く
い

場
所

に
、

位
置

的
分

散
な

ど
を

考
慮

し
て

保
管

す
る

方
針

で
あ

る
こ

と
。

 
③

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保

 
発

電
用

原
子

炉
設

置
者

に
お

い
て

、
想

定
さ

れ
る

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
設

備
の

復
旧

作
業

の
た

め
、
工

場
等

内
の

道
路

及
び

通
路

が
確

保
で

き
る
よ

う
、
実

効
性

の
あ

る
運

用
管

理
を

行
う

方
針

で
あ

る
こ

と
。

 

 
（

３
）

支
援

に
係

る
要

求
事

項
 

発
電

用
原

子
炉

設
置

者
に

お
い

て
、
工

場
等

内
で

あ
ら

か
じ

め
用

意
さ

れ
た

手
段
（

重
大

事
故

等
対

処
設

備
、
予

備
品

及
び

燃
料

等
）
に

よ
り

、
事

故
発

生
後

７
日

間
は

事
故

収
束

対
応

を
維

持
で

き
る

方
針

で
あ

る
こ

と
。

 

ま
た

、
関

係
機

関
と

協
議

・
合

意
の

上
、

外
部

か
ら

の
支

援
計

画
を

定
め

る
方

針
で

あ
る

こ
と

。
 

さ
ら

に
、
工

場
等

外
で

あ
ら

か
じ

め
用

意
さ

れ
た

手
段
（

重
大

事
故

等
対

処
設

備
、
予

備
品

及
び

燃
料

等
）

に
よ

り
、

事
象

発
生

後
６

日
間

ま
で

に
支

援
を

受
け

ら
れ

る
方

針
で

あ
る

こ
と

。
 

 
（

４
）

手
順

書
の

整
備

、
訓

練
の

実
施

及
び

体
制

の

整
備

 

発
電

用
原

子
炉

設
置

者
に

お
い

て
、
重

大
事

故
等

に
的

確
か

つ
柔

軟
に

対
処

で
き

る
よ

う
、
あ

ら
か

じ
め

手
順

書
を

整
備

し
、

訓
練

を
行

う
と

と
も

に
人

員
を

確
保

す
る

等
の

必
要

な
体

制
の

適
切

な
整

備
が

行
わ

れ
て

い
る

か
、

又
は

整
備

さ
れ

る
方

針
が

適
切

に
示

さ
れ

て
い

る
こ

と
。
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添付３－2 

「
標

準
応

答
ス

ペ
ク

ト
ル

の
規

制
へ

の
取

り
入

れ
」

に
伴

う
 

「
実

用
発

電
用

原
子

炉
に

係
る

発
電

用
原

子
炉

設
置

者
の

重
大

事
故

の
発

生
及

び
拡

大
の

防
止

に
必

要
な

措
置

を
 

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

技
術

的
能

力
に

係
る

審
査

基
準

」
に

係
る

整
理

表
（

２
／

６
）

 

要
求
項
目
 

要
求
事
項
 

関
係
要
否
 

要
：
○
，
否
：
×
 

備
考
 

（
つ
づ
き
）
 

 
（
つ
づ
き
）
 

○
 

敷
地

に
遡

上
す

る
津

波
の
影
響

に
つ

い
て

は
，

敷
地

に
遡

上
す

る
津

波
の

影
響

を
受

け
な

い
高

所
（

T
.P
.
＋

1
1m
 

以
上
）
に
，
基
準
地
震
動
Ｓ

Ｓ
の
影
響
を
受
け
な
い
ア
ク
セ

ス
ル

ー
ト

を
少

な
く

と
も

１
ル
ー

ト
確
保

す
る

こ
と

に
よ

り
，

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処
設

備
の
保

管
場

所
及

び
緊

急
時

対
策

所
等

か
ら

接
続

場
所
ま

で
の
移

動
・

運
搬

を
可

能
と
す
る
。
 

～
略
～
 

屋
外
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
は
，
基
準
地
震
動
Ｓ

Ｓ
の
影
響
に

よ
る

周
辺

斜
面

の
崩

壊
や

道
路
面

の
す
べ

り
で

崩
壊

土
砂

が
広

範
囲

に
到

達
す

る
こ

と
を
想

定
し
た

上
で

，
ホ

イ
ー

ル
ロ

ー
ダ

等
の

重
機

に
よ

る
崩
壊

箇
所
の

復
旧

を
行

い
，

通
行
性
を
確
保
す
る
。
 

～
略
～
 

ｂ
．
復
旧
作
業
に
係
る
事
項
 

(
b)
 
保
管
場
所
 

予
備

品
等

に
つ

い
て

は
，
地
震

に
よ

る
周

辺
斜

面
の

崩
壊
，
敷
地
下
斜
面
の
す
べ
り
，
津
波
（
敷
地
に
遡
上
す
る
津

波
を
含
む
。
）
に
よ
る
浸
水
等
の
外
部
事
象
の
影
響
を
受
け

に
く

い
場

所
に

当
該

重
要

安
全
施

設
と
の

位
置

的
分

散
を

考
慮
し
た
場
所
に
保
管
す
る
。
 

(
c)
 
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
の
確
保
 

想
定

さ
れ

る
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
，
設
備
の
復
旧
作
業
の
た
め
，
発
電
所
内
の
道
路
及
び
通

路
が

確
保

で
き

る
よ

う
に
，
「
a
.(
b
)
ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

確
保
」
と
同
じ
実
効
性
の
あ
る
運
用
管
理
を
実
施
す
る
。
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添付３－3 

「
標

準
応

答
ス

ペ
ク

ト
ル

の
規

制
へ

の
取

り
入

れ
」

に
伴

う
 

「
実

用
発

電
用

原
子

炉
に

係
る

発
電

用
原

子
炉

設
置

者
の

重
大

事
故

の
発

生
及

び
拡

大
の

防
止

に
必

要
な

措
置

を
 

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

技
術

的
能

力
に

係
る

審
査

基
準

」
に

係
る

整
理

表
（

３
／

６
）

 

要
求
項
目
 

要
求
事
項
 

関
係
要
否
 

要
：
○
，
否
：
×
 

備
考
 

１
．
１
 

緊
急
停
止
失
敗
時
に
発

電
用
原
子
炉
を
未
臨
界

に
す
る
た
め
の
手
順
等
 

発
電
用

原
子
炉

設
置

者
に
お

い
て
、

運
転

時
の

異
常
な

過
渡

変
化
時

に
お
い

て
発

電
用

原
子
炉

の
運

転
を
緊
急

に
停

止
す
る

こ
と
が

で
き

な
い

事
象
が

発
生

す
る
お

そ
れ
が

あ
る

場
合

又
は
当

該
事

象
が

発
生

し
た
場

合
に

お
い
て

も
炉
心

の
著

し
い

損
傷
を

防
止

す
る
た

め
、
原

子
炉

冷
却

材
圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ

及
び
原
子

炉
格

納
容
器

の
健
全

性
を

維
持

す
る
と

と
も

に
、
発

電
用
原

子
炉

を
未

臨
界
に

移
行

す
る

た
め

に
必
要

な
手

順
等
が

適
切
に

整
備

さ
れ

て
い
る

か
、

又
は
整

備
さ
れ

る
方

針
が

適
切
に

示
さ

れ
て

い
る
こ
と
。
 

×
 

本
申

請
は

既
存

設
備
に

変
更
は

な
く
，
そ

れ
ら

の
運

用
の

変
更

は
伴

わ
な

い
こ
と

か
ら
，

緊
急
停
止

失
敗

時
に

発
電

用
原

子
炉

を
未

臨
界
に

す
る
た

め
の
手
順

等
に

係
る

既
設

置
許

可
の

基
準

適
合
性

確
認
結

果
に
影
響

を
与

え
る

も
の

で
は
な
い
。
 

１
．
２
 

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
高

圧
時

に
発

電
用

原
子

炉
を

冷
却

す

る
た
め
の
手
順
等
 

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
に
お
い
て
、
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
高
圧
の
状
態
で
あ
っ
て
、
設

計
基
準
事

故
対

処
設
備

が
有
す

る
発

電
用

原
子
炉

の
冷

却
機
能

が
喪
失

し
た

場
合

に
お
い

て
も

炉
心

の
著

し
い
損

傷
を

防
止
す

る
た
め

、
発

電
用

原
子
炉

を
冷

却
す
る

た
め
に

必
要

な
手

順
等
が

適
切

に
整

備

さ
れ
て
い
る
か
、
又
は
整
備
さ
れ
る
方
針
が
適
切
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

×
 

本
申

請
は

既
存

設
備
に

変
更
は

な
く
，
そ

れ
ら

の
運

用
の

変
更

は
伴

わ
な

い
こ
と

か
ら
，

原
子
炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
高

圧
時

に
発
電

用
原
子

炉
を
冷
却

す
る

た
め

の
手

順
等

に
係

る
既

設
置
許

可
の
基

準
適
合
性

確
認

結
果

に
影

響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
 

１
．
３
 

原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ

ウ
ン
ダ
リ
を
減
圧
す
る

た
め
の
手
順
等
 

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
に
お
い
て
、
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
高
圧
の
状
態
で
あ
っ
て
、
設

計
基
準
事

故
対

処
設
備

が
有
す

る
発

電
用

原
子
炉

の
減

圧
機
能

が
喪
失

し
た

場
合

に
お
い

て
も

炉
心

の
著

し
い
損

傷
及

び
原
子

炉
格
納

容
器

の
破

損
を
防

止
す

る
た
め

、
原
子

炉
冷

却
材

圧
力
バ

ウ
ン

ダ
リ

を

減
圧
す
る

た
め

に
必
要

な
手
順

等
が

適
切

に
整
備

さ
れ

て
い
る

か
、
又

は
整

備
さ

れ
る
方

針
が

適
切

に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

×
 

本
申

請
は

既
存

設
備
に

変
更
は

な
く
，
そ

れ
ら

の
運

用
の

変
更

は
伴

わ
な

い
こ
と

か
ら
，

原
子
炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
を

減
圧

す
る
た

め
の
手

順
等
に
係

る
既

設
置

許
可

の
基

準
適

合
性

確
認
結

果
に
影

響
を
与
え

る
も

の
で

は
な

い
。
 

１
．
４
 

原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ

ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
に
発

電
用
原
子
炉
を
冷
却
す

る
た
め
の
手
順
等
 

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
に
お
い
て
、
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
低
圧
の
状
態
で
あ
っ
て
、
設

計
基
準
事

故
対

処
設
備

が
有
す

る
発

電
用

原
子
炉

の
冷

却
機
能

が
喪
失

し
た

場
合

に
お
い

て
も

炉
心

の
著

し
い
損

傷
及

び
原
子

炉
格
納

容
器

の
破

損
を
防

止
す

る
た
め

、
発
電

用
原

子
炉

を
冷
却

す
る

た
め

に
必

要
な
手

順
等

が
適
切

に
整
備

さ
れ

て
い

る
か
、

又
は

整
備
さ

れ
る
方

針
が

適
切

に
示
さ

れ
て

い
る

こ

と
。
 

×
 

本
申

請
は

既
存

設
備
に

変
更
は

な
く
，
そ

れ
ら

の
運

用
の

変
更

は
伴

わ
な

い
こ
と

か
ら
，

原
子
炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
低

圧
時

に
発
電

用
原
子

炉
を
冷
却

す
る

た
め

の
手

順
等

に
係

る
既

設
置
許

可
の
基

準
適
合
性

確
認

結
果

に
影

響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
 

１
．
５
 

終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ

熱
を
輸
送
す
る
た
め
の

手
順
等
 

発
電
用

原
子
炉

設
置

者
に
お

い
て
、

設
計

基
準

事
故
対

処
設

備
が
有

す
る

終
ヒ

ー
ト

シ
ン
ク

へ
熱

を
輸

送
す

る
機

能
が

喪
失

し
た

場
合

に
お

い
て

炉
心

の
著

し
い

損
傷

及
び

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

（
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
す
る
前
に
生
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
を
防
止
す
る
た
め
、

終
ヒ
ー
ト
シ

ン
ク
へ
熱

を
輸

送
す
る

た
め
に

必
要

な
手

順
等
が

適
切

に
整
備

さ
れ
て

い
る

か
、

又
は
整

備
さ

れ
る

方

針
が
適
切
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

×
 

本
申

請
は

既
存

設
備
に

変
更
は

な
く
，
そ

れ
ら

の
運

用
の

変
更

は
伴

わ
な

い
こ
と

か
ら
，

終
ヒ
ー

ト
シ

ン
ク

へ
熱

を
輸

送
す

る
た

め
の
手

順
等
に

係
る
既
設

置
許

可
の

基
準

適
合
性
確
認
結
果
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
 

１
．
６
 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の

冷
却
等
の
た
め
の
手
順

等
 

１
 
発
電

用
原

子
炉
設

置
者
に

お
い

て
、

設
計
基

準
事

故
対
処

設
備
が

有
す

る
原

子
炉
格

納
容

器
内

の
冷

却
機

能
が
喪

失
し

た
場
合

に
お
い

て
炉

心
の

著
し
い

損
傷

を
防
止

す
る
た

め
、

原
子

炉
格
納

容
器

内
の
圧

力
及
び

温
度

を
低
下

さ
せ
る

た
め

に
必

要
な
手

順
等

が
適
切

に
整
備

さ
れ

て
い

る
か
、

又
は

整
備
さ
れ
る
方
針
が
適
切
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

２
 
発
電

用
原

子
炉
設

置
者
は

、
炉

心
の

著
し
い

損
傷

が
発
生

し
た
場

合
に

お
い

て
原
子

炉
格

納
容

器

の
破
損

を
防
止

す
る

た
め
、

原
子
炉

格
納

容
器

内
の
圧

力
及

び
温
度

並
び
に

放
射

性
物

質
の
濃

度
を

低
下
さ

せ
る
た

め
に

必
要
な

手
順
等

が
適

切
に

整
備
さ

れ
て

い
る
か

、
又
は

整
備

さ
れ

る
方
針

が
適

切
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

×
 

本
申

請
は

既
存

設
備
に

変
更
は

な
く
，
そ

れ
ら

の
運

用
の

変
更

は
伴

わ
な

い
こ
と

か
ら
，

原
子
炉
格

納
容

器
内

の
冷

却
等

の
た

め
の

手
順
等

に
係
る

既
設
置
許

可
の

基
準

適
合

性
確
認
結
果
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
 

１
．
７
 

原
子
炉
格
納
容
器
の
過

圧
破
損
を
防
止
す
る
た

め
の
手
順
等
 

発
電
用

原
子
炉

設
置

者
に
お

い
て
、

炉
心

の
著

し
い
損

傷
が

発
生
し

た
場
合

に
お

い
て

原
子
炉

格
納

容
器
の
破

損
を

防
止
す

る
た
め

、
原

子
炉

格
納
容

器
内

の
圧
力

及
び
温

度
を

低
下

さ
せ
る

た
め

に
必

要

な
手
順
等
が
適
切
に
整
備
さ
れ
て
い
る
か
、
又
は
整
備
さ
れ
る
方
針
が
適
切
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

×
 

本
申

請
は

既
存

設
備
に

変
更
は

な
く
，
そ

れ
ら

の
運

用
の

変
更

は
伴

わ
な

い
こ
と

か
ら
，

原
子
炉
格

納
容

器
の

過
圧

破
損

を
防

止
す

る
た
め

の
手
順

等
に
係
る

既
設

置
許

可
の

基
準

適
合

性
確

認
結

果
に

影
響

を
与

え
る

も
の

で
は

な
い
。
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添付３－4 

「
標

準
応

答
ス

ペ
ク

ト
ル

の
規

制
へ

の
取

り
入

れ
」

に
伴

う
 

「
実

用
発

電
用

原
子

炉
に

係
る

発
電

用
原

子
炉

設
置

者
の

重
大

事
故

の
発

生
及

び
拡

大
の

防
止

に
必

要
な

措
置

を
 

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

技
術

的
能

力
に

係
る

審
査

基
準

」
に

係
る

整
理

表
（

４
／

６
）

 

要
求
項
目
 

要
求
事
項
 

関
係
要
否
 

要
：
○
，
否
：
×
 

備
考
 

１
．
８
 

原
子
炉
格
納
容
器
下
部

の
溶
融
炉
心
を
冷
却
す

る
た
め
の
手
順
等
 

発
電
用

原
子
炉

設
置

者
に
お

い
て
、

炉
心

の
著

し
い
損

傷
が

発
生
し

た
場
合

に
お

い
て

原
子
炉

格
納

容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
、
溶
融
し
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
下
部
に
落
下
し
た
炉
心
を
冷
却
す
る
た

め
に
必
要

な
手

順
等
が

適
切
に

整
備

さ
れ

て
い
る

か
、

又
は
整

備
さ
れ

る
方

針
が

適
切
に

示
さ

れ
て

い

る
こ
と
。
 

×
 

本
申

請
は

既
存

設
備
に

変
更
は

な
く
，
そ

れ
ら

の
運

用
の

変
更

は
伴

わ
な

い
こ
と

か
ら
，

原
子
炉
格

納
容

器
下

部
の

溶
融

炉
心

を
冷

却
す
る

た
め
の

手
順
等
に

係
る

既
設

置
許

可
の

基
準

適
合

性
確
認

結
果
に

影
響
を
与

え
る

も
の

で
は

な
い
。
 

１
．
９
 

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子

炉
格
納
容
器
の
破
損
を

防
止
す
る
た
め
の
手
順

等
 

発
電
用

原
子
炉

設
置

者
に
お

い
て
、

炉
心

の
著

し
い
損

傷
が

発
生
し

た
場
合

に
お

い
て

原
子
炉

格
納

容
器
内
に
お
け
る
水
素
に
よ
る
爆
発
（
以
下
「
水
素
爆
発
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
破
損
を
防
止
す
る
必
要

が
あ
る
場

合
に

は
、
水

素
爆
発

に
よ

る
原

子
炉
格

納
容

器
の
破

損
を
防

止
す

る
た

め
に
必

要
な

手
順

等
が
適
切
に
整
備
さ
れ
て
い
る
か
、
又
は
整
備
さ
れ
る
方
針
が
適
切
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

×
 

本
申

請
は

既
存

設
備
に

変
更
は

な
く
，
そ

れ
ら

の
運

用
の

変
更

は
伴

わ
な

い
こ
と

か
ら
，

水
素
爆
発

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
を
防

止
す
る

た
め
の
手

順
等

に
係

る
既

設
置

許
可

の
基

準
適
合

性
確
認

結
果
に
影

響
を

与
え

る
も

の
で
は
な
い
。
 

１
．
１
０
 

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子

炉
建
屋
等
の
損
傷
を
防

止
す
る
た
め
の
手
順
等
 

発
電
用

原
子
炉

設
置

者
に
お

い
て
、

炉
心

の
著

し
い
損

傷
が

発
生
し

た
場
合

に
お

い
て

原
子
炉

建
屋

そ
の
他
の

原
子

炉
格
納

容
器
か

ら
漏

え
い

す
る
気

体
状

の
放
射

性
物
質

を
格

納
す

る
た
め

の
施

設
（

以
下
「
原
子
炉
建
屋
等
」
と
い
う
。
）
の
水
素
爆
発
に
よ
る
損
傷
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
水

素
爆
発
に

よ
る

当
該
原

子
炉
建

屋
等

の
損

傷
を
防

止
す

る
た
め

に
必
要

な
手

順
等

が
適
切

に
整

備
さ

れ

て
い
る
か
、
又
は
整
備
さ
れ
る
方
針
が
適
切
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

×
 

本
申

請
は

既
存

設
備
に

変
更
は

な
く
，
そ

れ
ら

の
運

用
の

変
更

は
伴

わ
な

い
こ
と

か
ら
，

水
素
爆
発

に
よ

る
原

子
炉

建
屋

等
の

損
傷

を
防
止

す
る
た

め
の
手
順

等
に

係
る

既
設

置
許

可
の

基
準

適
合
性

確
認
結

果
に
影
響

を
与

え
る

も
の

で
は
な
い
。
 

１
．
１
１
 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の

冷
却
等
の
た
め
の
手
順

等
 

１
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
に
お
い
て
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
冷
却
機
能
又
は
注
水
機
能
が
喪
失
し
、

又
は
使

用
済
燃

料
貯

蔵
槽
か

ら
の
水

の
漏

え
い

そ
の
他

の
要

因
に
よ

り
当
該

使
用

済
燃

料
貯
蔵

槽
の

水
位
が
低
下
し
た
場
合
に
お
い
て
使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
内
の
燃
料
体
又
は
使
用
済
燃
料
（
以
下
「
貯
蔵

槽
内
燃
料
体
等
」
と
い
う
。
）
を
冷
却
し
、
放
射
線
を
遮
蔽
し
、
及
び
臨
界
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要

な
手
順
等
が
適
切
に
整
備
さ
れ
て
い
る
か
、
又
は
整
備
さ
れ
る
方
針
が
適
切
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

２
 
発
電

用
原

子
炉
設

置
者
は

、
使

用
済

燃
料
貯

蔵
槽

か
ら
の

大
量
の

水
の

漏
え

い
そ
の

他
の

要
因

に
よ

り
当

該
使
用

済
燃

料
貯
蔵

槽
の
水

位
が

異
常

に
低
下

し
た

場
合
に

お
い
て

貯
蔵

槽
内

燃
料
体

等
の

著
し
い

損
傷
の

進
行

を
緩
和

し
、
及

び
臨

界
を

防
止
す

る
た

め
に
必

要
な
手

順
等

が
適

切
に
整

備
さ

れ
て
い
る
か
、
又
は
整
備
さ
れ
る
方
針
が
適
切
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

×
 

本
申

請
は

既
存

設
備
に

変
更
は

な
く
，
そ

れ
ら

の
運

用
の

変
更

は
伴

わ
な

い
こ
と

か
ら
，

使
用
済
燃

料
貯

蔵
槽

の
冷

却
等

の
た

め
の

手
順
等

に
係
る

既
設
置
許

可
の

基
準

適
合

性
確
認
結
果
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
 

１
．
１
２
 

工
場
等
外
へ
の
放
射
性

物
質
の
拡
散
を
抑
制
す

る
た
め
の
手
順
等
 

発
電
用

原
子
炉

設
置

者
に
お

い
て
、

炉
心

の
著

し
い
損

傷
及

び
原
子

炉
格
納

容
器

の
破

損
又
は

貯
蔵

槽
内
燃
料

体
等

の
著
し

い
損
傷

に
至

っ
た

場
合
に

お
い

て
工
場

等
外
へ

の
放

射
性

物
質
の

拡
散

を
抑

制
す

る
た
め

に
必

要
な
手

順
等
が

適
切

に
整

備
さ
れ

て
い

る
か
、

又
は
整

備
さ

れ
る

方
針
が

適
切

に
示

さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

×
 

本
申

請
は

既
存

設
備
に

変
更
は

な
く
，
そ

れ
ら

の
運

用
の

変
更

は
伴

わ
な

い
こ
と

か
ら
，

工
場
等
外

へ
の

放
射

性
物

質
の

拡
散

を
抑

制
す
る

た
め
の

手
順
等
に

係
る

既
設

置
許

可
の

基
準

適
合

性
確
認

結
果
に

影
響
を
与

え
る

も
の

で
は

な
い
。
 

１
．
１
３
 

重
大
事
故
等
の
収
束
に

必
要
と
な
る
水
の
供
給

手
順
等
 

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
に
お
い
て
、
設
計
基
準
事
故
の
収
束
に
必
要
な
水
源
と
は
別
に
、
重
大
事
故
等

の
収
束
に

必
要

と
な
る

十
分
な

量
の

水
を

有
す
る

水
源

を
確
保

す
る
こ

と
に

加
え

て
、
設

計
基

準
事

故

対
処
設
備

及
び

重
大
事

故
等
対

処
設

備
に

対
し
て

重
大

事
故
等

の
収
束

に
必

要
と

な
る
十

分
な

量
の

水
を

供
給
す

る
た

め
に
必

要
な
手

順
等

が
適

切
に
整

備
さ

れ
て
い

る
か
、

又
は

整
備

さ
れ
る

方
針

が
適

切
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

×
 

本
申

請
は

既
存

設
備
に

変
更
は

な
く
，
そ

れ
ら

の
運

用
の

変
更

は
伴

わ
な

い
こ
と

か
ら
，

重
大
事
故

等
の

収
束

に
必

要
と

な
る

水
の

供
給
手

順
等
に

係
る
既
設

置
許

可
の

基
準

適
合
性
確
認
結
果
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
 

１
．
１
４
 

電
源
の
確
保
に
関
す
る

手
順
等
 

発
電
用

原
子
炉

設
置

者
に
お

い
て
、

電
源

が
喪

失
し
た

こ
と

に
よ
り

重
大
事

故
等

が
発

生
し
た

場
合

に
お
い
て
炉
心
の
著
し
い
損
傷
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
、
貯
蔵
槽
内
燃
料
体
等
の
著
し
い
損
傷
及
び

運
転
停
止

中
に

お
け
る

発
電
用

原
子

炉
内

の
燃
料

体
（

以
下
「

運
転
停

止
中

原
子

炉
内
燃

料
体

」
と

い
う
。
）
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
電
力
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
手
順
等
が
適
切
に

整
備
さ
れ
て
い
る
か
、
又
は
整
備
さ
れ
る
方
針
が
適
切
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

×
 

本
申

請
は

既
存

設
備
に

変
更
は

な
く
，
そ

れ
ら

の
運

用
の

変
更

は
伴

わ
な

い
こ
と

か
ら
，

電
源
の
確

保
に

関
す

る
手

順
等

に
係

る
既

設
置
許

可
の
基

準
適
合
性

確
認

結
果

に
影

響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
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「
標

準
応

答
ス

ペ
ク

ト
ル

の
規

制
へ

の
取

り
入

れ
」

に
伴

う
 

「
実

用
発

電
用

原
子

炉
に

係
る

発
電

用
原

子
炉

設
置

者
の

重
大

事
故

の
発

生
及

び
拡

大
の

防
止

に
必

要
な

措
置

を
 

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

技
術

的
能

力
に

係
る

審
査

基
準

」
に

係
る

整
理

表
（

５
／

６
）

 

要
求
項
目
 

要
求
事
項
 

関
係
要
否
 

要
：
○
，
否
：
×
 

備
考
 

１
．
１
５
 

事
故
時
の
計
装
に
関
す

る
手
順
等
 

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
に
お
い
て
、
重
大
事
故
等
が
発
生
し
、
計
測
機
器
（
非
常
用
の
も
の
を
含
む
。）

の
故
障
に

よ
り

当
該
重

大
事
故

等
に

対
処

す
る
た

め
に

監
視
す

る
こ
と

が
必

要
な

パ
ラ
メ

ー
タ

を
計

測
す

る
こ
と

が
困

難
と
な

っ
た
場

合
に

お
い

て
当
該

パ
ラ

メ
ー
タ

を
推
定

す
る

た
め

に
有
効

な
情

報
を

把

握
す
る
た

め
に

必
要
な

手
順
等

が
適

切
に

整
備
さ

れ
て

い
る
か

、
又
は

整
備

さ
れ

る
方
針

が
適

切
に

示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

×
 

本
申

請
は

既
存

設
備
に

変
更
は

な
く
，
そ

れ
ら

の
運

用
の

変
更

は
伴

わ
な

い
こ
と

か
ら
，

事
故
時
の

計
装

に
関

す
る

手
順

等
に

係
る

既
設
置

許
可
の

基
準
適
合

性
確

認
結

果
に

影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
 

１
．
１
６
 

原
子
炉
制
御
室
の
居
住

性
等
に
関
す
る
手
順
等
 

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
に
お
い
て
、
原
子
炉
制
御
室
に
関
し
、
重
大
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て

も
運
転
員

が
と

ど
ま
る

た
め
に

必
要

な
手

順
等
が

適
切

に
整
備

さ
れ
て

い
る

か
、

又
は
整

備
さ

れ
る

方
針
が
適
切
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

×
 

本
申

請
は

既
存

設
備
に

変
更
は

な
く
，
そ

れ
ら

の
運

用
の

変
更

は
伴

わ
な

い
こ
と

か
ら
，

原
子
炉
制

御
室

の
居

住
性

等
に

関
す

る
手

順
等
に

係
る
既

設
置
許
可

の
基

準
適

合
性

確
認
結
果
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
 

１
．
１
７
 

監
視
測
定
等
に
関
す
る

手
順
等
 

１
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
に
お
い
て
、
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
工
場
等
及
び
そ
の
周
辺
（
工

場
等
の
周
辺
海
域
を
含
む
。
）
に
お
い
て
発
電
用
原
子
炉
施
設
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度

及
び
放
射
線
量
を
監
視
し
、
及
び
測
定
し
、
並
び
に
そ
の
結
果
を
記
録
す
る
た
め
に
必
要
な
手
順
等
が

適
切
に
整
備
さ
れ
て
い
る
か
、
又
は
整
備
さ
れ
る
方
針
が
適
切
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

２
 
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
工
場
等
に
お
い
て
風
向
、
風
速
そ
の

他
の
気

象
条
件

を
測

定
し
、

及
び
そ

の
結

果
を

記
録
す

る
た

め
に
必

要
な
手

順
等

が
適

切
に
整

備
さ

れ
て
い
る
か
、
又
は
整
備
さ
れ
る
方
針
が
適
切
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

×
 

本
申

請
は

既
存

設
備
に

変
更
は

な
く
，
そ

れ
ら

の
運

用
の

変
更

は
伴

わ
な

い
こ
と

か
ら
，

監
視
測
定

等
に

関
す

る
手

順
等

に
係

る
既

設
置
許

可
の
基

準
適
合
性

確
認

結
果

に
影

響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
 

１
．
１
８
 

緊
急
時
対
策
所
の
居
住

性
等
に
関
す
る
手
順
等
 

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
に
お
い
て
、
緊
急
時
対
策
所
に
関
し
、
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い

て
も
、
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
指
示
を
行
う
要
員
が
緊
急
時
対
策
所
に
と
ど
ま
り
、
重

大
事
故
等

に
対

処
す
る

た
め
に

必
要

な
指

示
を
行

う
と

と
も
に

、
発
電

用
原

子
炉

施
設
の

内
外

の
通

信
連

絡
を
す

る
必

要
の
あ

る
場
所

と
通

信
連

絡
し
、

重
大

事
故
等

に
対
処

す
る

た
め

に
必
要

な
数

の
要

員

を
収
容
す

る
等

の
現
地

対
策
本

部
と

し
て

の
機
能

を
維

持
す
る

た
め
に

必
要

な
手

順
等
が

適
切

に
整

備
さ
れ
て
い
る
か
、
又
は
整
備
さ
れ
る
方
針
が
適
切
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

×
 

本
申

請
は

既
存

設
備
に

変
更
は

な
く
，
そ

れ
ら

の
運

用
の

変
更

は
伴

わ
な

い
こ
と

か
ら
，

緊
急
時
対

策
所

の
居

住
性

等
に

関
す

る
手

順
等
に

係
る
既

設
置
許
可

の
基

準
適

合
性

確
認
結
果
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
 

１
．
１
９
 

通
信
連
絡
に
関
す
る
手

順
等
 

発
電
用

原
子
炉

設
置

者
に
お

い
て
、

重
大

事
故

等
が
発

生
し

た
場
合

に
お
い

て
発

電
用

原
子
炉

施
設

の
内
外
の

通
信

連
絡
を

す
る
必

要
の

あ
る

場
所
と

通
信

連
絡
を

行
う
た

め
に

必
要

な
手
順

等
が

適
切

に
整
備
さ
れ
て
い
る
か
、
又
は
整
備
さ
れ
る
方
針
が
適
切
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

×
 

本
申

請
は

既
存

設
備
に

変
更
は

な
く
，
そ

れ
ら

の
運

用
の

変
更

は
伴

わ
な

い
こ
と

か
ら
，

通
信
連
絡

に
関

す
る

手
順

等
に

係
る

既
設

置
許
可

の
基
準

適
合
性
確

認
結

果
に

影
響

を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
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添付３－6 

「
標

準
応

答
ス

ペ
ク

ト
ル

の
規

制
へ

の
取

り
入

れ
」

に
伴

う
 

「
実

用
発

電
用

原
子

炉
に

係
る

発
電

用
原

子
炉

設
置

者
の

重
大

事
故

の
発

生
及

び
拡

大
の

防
止

に
必

要
な

措
置

を
 

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

技
術

的
能

力
に

係
る

審
査

基
準

」
に

係
る

整
理

表
（

６
／

６
）

 

要
求
項
目
 

要
求
事
項
 

関
係
要
否
 

要
：
○
，
否
：
×
 

備
考
 

２
．
 

大
規
模
な
自
然
災
害
又
は
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
へ
の
対
応
に
お
け
る
要
求
事
項
 

２
．
１
 

可
搬
型
設
備
等
に
よ
る

対
応
 

発
電
用

原
子
炉

設
置

者
に
お

い
て
、

大
規

模
な

自
然
災

害
又

は
故
意

に
よ
る

大
型

航
空

機
の
衝

突
そ

の
他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
大
規
模
な
損
壊
（
以
下
「
大
規
模
損
壊
」
と
い
う
。）

が
発
生
す

る
お

そ
れ
が

あ
る
場

合
又

は
発

生
し
た

場
合

に
お
け

る
体
制

の
整

備
に

関
し
、

以
下

の
項

目
に

つ
い
て

の
手

順
書
が

適
切
に

整
備

さ
れ

て
い
る

か
、

又
は
整

備
さ
れ

る
方

針
が

適
切
に

示
さ

れ
て

い
る
こ
と
。
ま
た
、
当
該
手
順
書
に
従
っ
て
活
動
を
行
う
た
め
の
体
制
及
び
資
機
材
が
適
切
に
整
備
さ
れ
て

い
る
か
、
又
は
整
備
さ
れ
る
方
針
が
適
切
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

一
 
大
規

模
損

壊
発
生

時
に
お

け
る

大
規

模
な
火

災
が

発
生
し

た
場
合

に
お

け
る

消
火
活

動
に

関
す

る
こ
と
。
 

二
 
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
炉
心
の
著
し
い
損
傷
を
緩
和
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。
 

三
 
大
規

模
損

壊
発
生

時
に
お

け
る

原
子

炉
格
納

容
器

の
破
損

を
緩
和

す
る

た
め

の
対
策

に
関

す
る

こ
と
。
 

四
 
大
規

模
損

壊
発
生

時
に
お

け
る

使
用

済
燃
料

貯
蔵

槽
の
水

位
を
確

保
す

る
た

め
の
対

策
及

び
燃

料
体
の
著
し
い
損
傷
を
緩
和
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。
 

五
 
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
放
射
性
物
質
の
放
出
を
低
減
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。
 

×
 

本
申

請
は

既
存

設
備
に

変
更
は

な
く
，
そ

れ
ら

の
運

用
の

変
更

は
伴

わ
な

い
こ
と

か
ら
，

可
搬
型
設

備
等

に
よ

る
対

応
に

係
る

既
設

置
許
可

の
基
準

適
合
性
確

認
結

果
に

影
響

を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
 

２
．
２
 

特
定
重
大
事
故
等
対
処

施
設
の
機
能
を
維
持
す

る
た
め
の
体
制
の
整
備
 

発
電
用

原
子
炉

設
置

者
に
お

い
て
、

特
定

重
大

事
故
等

対
処

施
設
の

機
能
を

維
持

す
る

た
め
の

体
制

が
適
切
に
整
備
さ
れ
て
い
る
か
、
又
は
整
備
さ
れ
る
方
針
が
適
切
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

○
 

本
項

目
の

う
ち

，
ア
ク

セ
ス
ル

ー
ト
の
確

保
の

事
項

に
つ

い
て
は
，
既
許
可
申
請
書
の
本
文
十
号
に
お
い
て
，
「
１
．

０
 
共
通
事
項
」
に
記
載
の
「（

１
）（

ⅰ
）
ａ
．（

b
）
ア
ク

セ
ス
ル
ー
ト
の
確
保
」
に
準
拠
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
よ

っ
て
，「

１
．
０
 
共
通
事
項
」
と
同
じ
く
，
基
準
地
震
動

Ｓ
Ｓ
の

追
加

に
よ

り
，

そ
れ

ら
の

設
計

方
針

に
変

更
は

な
く

，
特

定
重

大
事

故
等

対
処
施

設
の
機
能

を
維

持
す

る
た

め
の

体
制

の
整

備
に
係

る
既
設

置
許
可
の

基
準

適
合

性
確

認
結
果
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
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